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       午前１０時００分 開議   

 

◎開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

 ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、これか

ら令和３年第３回美幌町議会定例会第１４

日目の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、３番大江道男さん、４番髙

橋秀明さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

 諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（遠國 求君） 諸般の報告を

申し上げます。 

 本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については省略させていただきま

す。 

 次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましては、第

１日目と同様でありますので、御了承願い

ます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

○日程第２ 議案第１３号から 

      議案第３６号まで 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 議案第

１３号美幌町議会議員及び美幌町長の選挙

における選挙運動の公費負担に関する条例

の制定についてから議案第３６号令和３年

度美幌町病院事業会計予算についてまでの

２４件を議題といたします。 

 第１１日目に引き続き、質疑を行いま

す。 

 議案第２９号令和３年度美幌町一般会計

予算についての質疑を行います。 

 第１１日目に引き続き、担当部局ごと、

事項別明細書の款及び項ごとに進めたいと

思います。 

 ５款労働費、１４２ページから１４３ペ

ージまでの質疑を許します。 

 １０番坂田美栄子さん。 

○１０番（坂田美栄子君） １４３ペー

ジ、ものづくりフェスタ補助金３５万円、

この具体的な内容についてお伺いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） びほろも

のづくりフェスタ補助金についてですけれ

ども、ものづくりフェスタは、美幌職業訓

練協会と美幌地方技能士会が構成員である

実行委員会によって運営されているイベン

トとなります。 

 イベントの内容についてですけれども、

美幌職業訓練協会を構成する技能士が、持

っている技能や技術を町民に広く知っても

らい、技術の伝承に関心を持ってもらうこ

とを目的としまして、小学校の夏休み及び

冬休み期間中の開催を予定しております。 

 これまでは、夏休み期間中につきまして

は、板金科、配管科、木工科、造園科など

の学科に分かれ、板金科では受皿作り体験

や、配管科では風鈴作り体験などを実施し

ております。また、冬休み期間中につきま

しては、本立てや巣箱などの工作を実施し

ており、それぞれ多くの幼児、小学生とそ

の保護者が参加しております。 

 令和３年度におきましても、同様の内容

でのイベントの開催が予定されておりま

す。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） 今の説明で

は、イベントに対する補助金という受け止
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め方でよろしいのでしょうか。 

 前回の議案書の説明のときには、技術を

高める目的の補助金という説明だったと理

解していたものですから、それとは内容が

かなり違っているような思いがあります。 

 ものづくりの関係で言えば、美幌町でも

う少しいろいろなものづくりを研究してい

ただきたいという思いもあって、予算の３

５万円で足りるのかということと、職業訓

練校が休校となったことで、その中で本当

に十分に活動できる状況になっているかと

いうことも併せてお伺いいたします。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） １点目です

が、当初の予算の説明につきましては、技

能士の技術の実演と体験を通じて、ものづ

くりへの関心を高めるために開催されるも

のづくりフェスタに対する補助金というこ

とで、技能士の技術を高めるという御説明

をしておりませんので、ご理解をいただき

たいと思います。これは、イベントの開催

に対する補助金でございますので、よろし

くお願いいたします。 

 また、十分に活動ができるのかというこ

とでございますが、それぞれ教室等もござ

いますので、そちらの場所を活用して十分

に実施できるようになっております。 

 御理解をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） 私の聞き違い

かなと思います。 

 内容は分かりました。ただ、せっかくこ

ういう技能を持っている人たちの活用の場

ということであれば、イベントだけで仕方

ないのかもしれませんが、ただ子供たちに

紹介するだけではなくて、美幌にいる技術

を持った人たちがもう少し活動できる場所

と機会が必要なのではないかという思いも

ありましたので、一言だけ言わせていただ

きました。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大原 昇君） これで、５款労働

費を終わります。 

 次に、６款農林水産業費、１項農業費、

１４４ページから１５３ページまでの質疑

を許します。 

 ３番大江道男さん。 

○３番（大江道男君） １４９ページ、農

村ツーリズム推進業務委託料に関わって、

受入れ実績及び今年度の受入れ見込みの人

数について、まずお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） みらい農業センタ

ー主幹。 

○みらい農業センター主幹（午来 博君） 

 御質問にお答えいたします。 

 農村ツーリズム推進事業を円滑に実施す

るため、一部業務を観光まちづくり協議会

へ委託しようとするものです。 

 主な委託業務の内容でございます。 

 一つ目、教育旅行受入れに関する業務、

二つ目、教育旅行受入れ事業拡大を図るた

め、受入れ農家の推進及び誘客に関する業

務、三つ目、教育旅行受入れ事業のオホー

ツク管内広域連携化の推進に関する業務、

四つ目、新型コロナウイルス感染拡大予防

策等の安全管理マニュアル作成に関する業

務、五つ目、安全対策講習会、これは食品

衛生や消防設備等を想定していますが、そ

れらの開催に関する業務です。 

 なお、以上の業務の全てを委託するもの

ではなく、その一部業務を委託することに

より、町として農村ツーリズムをさらに推

進しようとするものです。 

 続きまして、委託料でございます。 

 積算基礎でございますけれども、１名掛

ける時給１,０９７円掛ける２０日間掛ける

１２か月で、合計２６万３,２８０円となり

ます。 

 続いて、受入れ実績、受入れ計画でござ

います。 
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 令和元年度の受入れ実績につきまして

は、日帰りの農業体験が１校５１名、これ

は受入れ農家１戸で受入れをしておりま

す。同年、農泊での受入れで１校２０名、

これは受入れ農家６戸で受入れをしていた

だいております。 

 続いて、令和２年の実績でございますけ

れども、３校、約１００名の予約をいただ

いておりましたけれども、新型コロナウイ

ルス感染拡大の影響で全て中止となってご

ざいます。 

 最後に、令和３年度の予定でございます

けれども、現在、日帰りの予約を１校、そ

して農泊の予約を２校いただいております

けれども、新型コロナウイルスの関係で、

受け入れる人数等を含めて調整中となって

ございます。 

 以上、お答え申し上げました。よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） 農村ツーリズムの

魅力については、研修会がございまして、

私も話を聞かせていただきました。農業を

基盤とする町なので、この分野がますます

盛んになることを期待しているのですが、

担当としては、どういうところに今後の魅

力を感じておられるのでしょうか。 

 よそに向けて美幌町の農業を、特に修学

旅行という形態を通してアピールしていこ

うということですが、魅力に感じている分

野をどのように発見されているのか、ある

いは、様々な農村の絵を描けば、相当進ん

だ高度な技術とか、大規模農業とか、いろ

いろな分野が見えてきますし、アスパラな

どの施設園芸などについても魅力はあると

思うのですが、どういうところの受入れを

増やしていこう、あるいはアピールしてい

こうと考えておられるのか、お聞きしたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） みらい農業センタ

ー主幹。 

○みらい農業センター主幹（午来 博君） 

 御質問にお答え申し上げます。 

 ただいまの大江議員からの御質問の関係

で申し上げますと、現在、北海道には、児

童生徒、教員を合わせて約１３万人の修学

旅行生が訪れているということが北海道農

政部から発表されてございます。 

 北海道には、自然、歴史、文化、産業、

防災、環境、平和と、様々なテーマの教育

旅行が求められております。具体的に幾つ

か申し上げますと、自然と防災、自然とエ

コ、エネルギー、あるいはアイヌ文化、平

和教育、これは北方領土のことを指しま

す。そして、第１次産業、これらに大きな

魅力があるということで、北海道は、修学

旅行の受入先として、沖縄と並んで大変注

目されております。 

 そんな中で、本町としましては、町の農

業への認知、関心を高めて、地域農業のさ

らなる活性化につなげたいと考えておりま

す。 

 議員がおっしゃるとおり、美幌町には、

耕種から畜産業まで、いろいろな営農体系

の方がいらっしゃいまして、それら一戸一

戸の農家の皆さんがオンリーワンの営農を

されていますので、一戸一戸の農家が生徒

に直接発信して理解をしていただく中で、

地域農業あるいは美幌農業のファンが増え

るということを想定していまして、それが

この事業の一番の趣旨と考えています。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） 様々な切り口があ

ると考えますが、それらを調べないと魅力

が分からなくて、現場に訪れる人は増えて

いかないと思うのですが、どういう宣伝方

法を取ろうとしているのか聞かせてくださ

い。 

○議長（大原 昇君） みらい農業センタ

ー主幹。 

○みらい農業センター主幹（午来 博君）  
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 御質問にお答え申し上げます。 

 誘客活動についてお話を申し上げます

と、現在、東京にある都市農山漁村交流活

性化機構という元農水省の外郭団体が全国

各地の教育旅行の受入れを取り仕切ってい

まして、本町の観光まちづくり協議会は、

こちらの教育旅行受入れ地区紹介サイト

に、令和２年に登録させていただきまし

た。こちらに登録している道内の団体は、

現在、本町を含めて８団体となっておりま

す。こちらでの募集を行っているほか、道

内で仲介を手がける企業との連携により誘

客を図っております。 

 また、今後は、旅行代理店や学校とのマ

ッチングを行う相談会への出席も予定して

いるところでございます。 

 なお、本町の魅力を発信するというとこ

ろについては、現在、本町の観光まちづく

り協議会において、美幌高校と、大阪市内

にある大阪高等学校という全校生徒１,８０

０人を誇るマンモス校との交流も手がけて

おります。 

 こちらの交流事業は、美幌高校が大都市

圏の高校との連携を望んでおり、先方の高

校も第１次産業が盛んな地域の農業科高校

との交流を望んでいるというところの橋渡

しをさせていただいているものですが、高

校間の連携交流だけにとどまらず、大阪高

校からは、美幌町へ教育旅行で来たい、農

家民泊もしたいということもおっしゃって

いただいております。さらには、お互いの

物産を交流しませんかという新たな提案を

いただいておりまして、現在、本年開催の

大阪高等学校の文化祭に、美幌高校の物産

あるいは町内の物産を持ち込んで、美幌物

産展を開催すべく、調整させていただいて

おります。 

 誘客についてはそのように進めておりま

すし、地域の魅力発信という点ではそうい

った広がりも持たせているところでござい

ます。 

 以上、お答え申し上げました。よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 同じく１４９ペー

ジで、今、大江議員が質問したところです

けれども、大体は分かりました。一生懸命

やっていただいているということで、今回

の２６万４,０００円の委託料は、観光まち

づくり協議会に対してですが、全体の予算

は幾らになっているのか、教えてくださ

い。 

○議長（大原 昇君） みらい農業センタ

ー主幹。 

○みらい農業センター主幹（午来 博君） 

 御質問にお答え申し上げます。 

 令和３年度における農村ツーリズム推進

事業の全体の予算でございますが、今回、

御質問をいただきました農村ツーリズム推

進業務委託料２６万４,０００円も含めまし

て、総額で３８万８,０００円となってござ

います。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 分かりました。 

 期待が多い割には、この少ない予算でよ

くやってもらっているなという感覚ですけ

れども、今、主幹から説明がありまして、

我々議員団の期待は大きいと思います。そ

の意味も含めて、１か所に集中するのでは

なく、分散しながら、全町を挙げて農村ツ

ーリズムを広げていってほしいという思い

もあります。 

 今は高校生が主体になっておりますけれ

ども、全体の誘客のツールとして、今後、

ますます発展していかなければならないと

思っておりますので、頑張っていただきた

いと思います。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） 私も同じところ

で質問をしたいと思います。 
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 この委託業務の中に、管内広域連携と書

いてあります。先ほど、機構の登録は道内

８か所ということで、随分少なく感じたの

ですけれども、管内的には教育旅行をやっ

ている市町村というのは、どこどこの市町

村があって、どんな連携をしようとしてい

るのか、お答えいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） みらい農業センタ

ー主幹。 

○みらい農業センター主幹（午来 博君） 

 御質問にお答え申し上げます。 

 オホーツク管内における広域連携化の関

係でございますけれども、農家民泊による

教育旅行の受入れにつきましては、とにか

くたくさんの受入れ農家が必要となるとい

うことで、先進地の後志・空知・十勝・上

川管内では、もう既に複数市町村が連携し

て広域連携体制を構築し、１学年単位で受

け入れるような形が既に取られておりま

す。 

 オホーツク地域においても、今後、広域

連携化が必要になることから、現在、本町

が中心となりまして、オホーツク総合振興

局の御支援をいただいた中で、オホーツク

農村ツーリズム連携会議という組織を、本

町を含め７市町で令和２年に立ち上げてお

ります。 

 その７市町の参画団体は、美幌町、網走

市、津別町、北見市、大空町、小清水町、

滝上町の７市町団体でございます。この中

で広域連携化を模索していこうということ

が１点です。 

 そして、管内の既に実績があるところと

しては、唯一、お隣の津別町が約１０年の

実績を持っております。本町は、その中で

２か所目の受皿ということで名乗りを上げ

ていまして、既に津別町とは、タッグを組

んで連携して進めていきましょうという話

がございますので、本年、農泊の受入れを

予定している部分につきましては、津別町

と連携した事業を計画しているところでご

ざいます。 

 以上、お答え申し上げました。よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） そうすると、七

つの団体で会議を設立して、これからさら

に広域連携を進めていくということですけ

れども、実際に取り組んでいるのは津別町

と美幌町だけで、残りの自治体は、今後、

積極的に連携しながら教育旅行に取り組ん

でいきたいという意欲を示して会議に参画

しているという理解でいいのですか。 

○議長（大原 昇君） みらい農業センタ

ー主幹。 

○みらい農業センター主幹（午来 博君） 

 御質問にお答え申し上げます。 

 オホーツク農村ツーリズム連携会議の内

容をもう少し具体的にお話しさせていただ

きますと、この連携会議の中で部門を二つ

つくりました。 

 一つは、網走市を中心とした、既に事業

化されている修学旅行生から一般観光客ま

で広く体験できるような事業を７地域の広

域連携でできないかということを検討する

体験コンテンツ部会、もう一つは、まさに

今回の御質問の農泊・農村ツーリズムの受

入れを検討していく教育旅行部会という二

つの部会で構成されておりまして、教育旅

行部会だけのお話をさせていただきます

と、美幌町、津別町、網走市、大空町の四

つの団体が参画しておりますので、まずは

本町と津別町のほかに網走市あるいは大空

町と連携して、さらに広域化を広げていこ

うという考えで、日々打合わせ、検討を進

めているところでございます。 

 以上、お答え申し上げました。よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） １５１ページの

牧野管理運営事業の修繕料８３８万２,００

０円の修繕内容と金額について、御説明い
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ただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 農政主幹。 

○農政主幹（田中三智雄君） 修繕内容及

び金額についてですが、３件あります。 

 １件目として、美幌峠牧場施設一般修繕

として３０万円、２件目として、町所有で

ワタミファームに貸出しをしている家畜運

搬車及びロータリー除雪車の車検及び定期

点検代、一般修繕として１１４万８,０００

円、３件目として、防雪柵修繕として６９

３万４,０００円で、こちらは、令和２年３

月１０日の降雨及び融雪の影響による雪崩

により、防雪柵９４基のうち、倒壊した７

基と、破損、ゆがみ等のある６基を合わせ

た１３基を修繕するものであります。 

 ちなみに、１基の大きさにつきまして

は、高さが３.３メートル、長さが４.１メ

ートルとなっております。 

 防雪柵の倒壊部分の写真につきまして

は、別添資料のとおりということで、次の

４ページをご覧いただきたいと思います。 

 写真を３枚掲載しておりますけれども、

一番上段の写真を見ていただきたいと思い

ます。 

 遠目から撮った写真なので見づらいかも

しれませんけれども、写真の下側が、事務

所が入っている看視舎方面で、写真の上側

が、美幌峠の頂上付近方面になります。写

真の中央、左右に美幌峠牧場内の敷地内道

路が走っておりまして、その脇に防雪柵が

設置されております。写真左側が国道方面

で、写真右側が看視舎方面となっておりま

す。 

 写真中央の茶色に見える部分があると思

うのですけれども、こちらが、今回雪崩が

起こった位置となります。この位置までは

看視舎から約２００メートル弱の地点とな

っております。 

 中段の写真につきましては、雪崩が起き

ました斜面から看視舎方面に向かって撮っ

た写真になります。 

 下段の写真は、看視舎方面に向かって撮

った写真ということで、写真の右側に倒壊

した防雪柵が一部写っております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） 防雪柵の被害の

原因や状況は分かりました。 

 これはなかなか難しいことだと思うので

すが、これからも再発する可能性はないと

は言えないですし、今回、たまたま全体の

９４基に対して被害を受けたものは少なか

ったのですけれども、天気予報とか降雨と

か、そういったことが事前にある程度分か

ったときに、これらを防ぐための事前の対

策を今後講じることが可能なのか、それと

も、天気相手ですから、予測がつかないの

で、事前の被害を最小限に食い止めるよう

な、雪をよけておいて何かするとか、そう

いう対策みたいなことは町として検討され

ているのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） 今、上杉議員

の御質問になかなか明快にお答えできませ

んが、結論を申し上げますと、用意をして

いる対策は現実としてはございません。 

 牧場開設以来、このような事態は初めて

で、それこそ何十年に一回は起こることだ

と思いますが、いかんせん、両側が斜面の

ため、そこに重機で入って事前に対策をす

ることもなかなか困難でございます。 

 いずれにいたしましても、ここは集乳路

線でありますけれども、常に風が吹いてい

る場所でございますので、集乳に支障を来

さないよう、しっかりと修繕をして、牧場

の経営をしていただきたいということでご

ざいます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） 本当に難しいこ

とだと思いますし、開設以来、初めての被

害ということのようですが、今後、これを
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契機に対応策を考えて、可能なものはいろ

いろ準備をするとか、そのようなことをぜ

ひ検討して取り組んでいただきたいと思い

ます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君） それでは、１５

３ページのみどりの村維持管理事業、修繕

料２８７万１,０００円の修繕内容及び金額

についてです。②の階段修繕の関係以外

に、同じように修繕する階段が今後出てく

るのか、その辺について御説明いただきた

いと思います。 

○議長（大原 昇君） 農政主幹。 

○農政主幹（田中三智雄君） ただいまの

二連式丸太階段の関係ですが、今年度に１

件修繕しておりまして、来年度が今回のド

ーム滑り台の方面の修繕になります。再来

年度の令和４年度につきましては、熊のオ

ブジェがあるところから上っていく階段が

あるのですけれども、そちらも腐食がある

ので、予定ではありますけれども、今のと

ころ、そちらを修繕したいと考えておりま

す。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大原 昇君） これで、１項農業

費を終わります。 

 次に、２項林業費、１５２ページから１

５７ページまでの質疑を許します。 

 ４番髙橋秀明さん。 

○４番（髙橋秀明君） １５３ページ、鳥

獣害防止対策協議会負担金の１万円です

が、協議会の活動内容について教えてくだ

さい。 

○議長（大原 昇君） 耕地林務主幹。 

○耕地林務主幹（中沢浩喜君） 髙橋議員

の御質問にお答えいたします。 

 協議会につきましては、美幌町農業協同

組合、北海道猟友会美幌支部、美幌町の３

団体で構成する美幌町鳥獣被害防止対策協

議会であり、町内の野生鳥獣による被害の

増加により、農林業や町民生活に影響を与

えており、総合的な被害防止対策に取り組

む体制を整備する必要があることから、関

係機関・団体が協力して、有害鳥獣による

被害防止対策を推進することを目的とする

協議会であります。 

 活動内容、事業内容につきましては、一

つ目として、有害鳥獣による農畜産物被害

の防止に関すること、二つ目として、有害

鳥獣による被害状況の収集及び駆除等の研

修に関すること、三つ目として、有害鳥獣

の駆除及び調査に関する関係機関との連絡

調整に関すること、四つ目として、その

他、対策協議会の目的達成のために必要な

事項ということで、この四つが活動内容の

基本となっております。 

 参考までに、当協議会の令和元年度の事

業内容を記載しておりますので、ご参照願

います。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 活動の内容は分か

りました。 

 この協議会の全体の運営費が分からない

のですが、駆除、農業被害の対策も含め

て、１万円という金額は随分少ないと感じ

たものですから、この協議会の全体の運営

費は幾らぐらいの予算になっているのか教

えてください。 

○議長（大原 昇君） 耕地林務主幹。 

○耕地林務主幹（中沢浩喜君） 協議会全

体の令和元年度の決算で申しますと、先ほ

ど申し上げました美幌町農業協同組合、北

海道猟友会美幌支部、美幌町の３団体で１

万円ずつの負担をしておりますが、そのほ

かは国庫補助でありまして、有害鳥獣の捕

獲に対する国庫補助が２０６万８,０００

円、繰越金も含めた全体の決算額が２１５

万６,０００円の予算となっております。 
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○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） １５５ページ、有

害鳥獣駆除奨励交付金６８万円ですが、駆

除の実績等について報告をお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） 耕地林務主幹。 

○耕地林務主幹（中沢浩喜君） 御質問に

お答えいたします。 

 過去５か年の駆除実績につきましては、

下の表のとおりとなっております。 

 カラスの駆除は進んでいるかについての

御質問でありますが、駆除につきまして

は、北海道猟友会美幌支部様にご協力をい

ただいて実施しており、平成３１年度につ

きましては、駆除数が前年度より２００羽

以上の増となっていることから、進んでい

るものと考えております。 

 今後とも、北海道猟友会美幌支部様と連

携を図りながら、カラス等による被害防止

に努めてまいりたいと考えております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 今、カラスのこと

が出てきましたけれども、私もカラスのこ

とが気になっていまして、町民の方から本

当に駆除しているのかとか、過去に、役場

だけではなく、我々も一緒にカラスの駆除

をした経緯があるという話を聞いておりま

す。 

 僕も、最近、カラスが多いのが気になっ

ているのですけれども、近所を見まして

も、ごみを出したときにカラスが散らかす

ということで、皆さん箱に入れたり、いろ

いろとやってくれております。カラスの駆

除ということで、前年度より２００羽以上

捕獲したと書いてありますけれども、それ

にしても、私が見た限り随分増えていると

思いますし、皆さんも同じ感覚だと思うの

です。今後の対策について、再度お伺いし

ます。 

○議長（大原 昇君） 耕地林務主幹。 

○耕地林務主幹（中沢浩喜君） 効果的な

駆除というのは、なかなか難しいものだと

考えております。 

 いずれにしましても、北海道猟友会美幌

支部様、あるいは美幌町の担当も含めて駆

除に努めてまいりたいと考えております。

全体の個体数から言えば、いたちごっこに

なるのかと思いますけれども、粘り強く駆

除に努めてまいりたいと考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） 私からも、

今、髙橋議員が質問した有害鳥獣の駆除の

ことについて伺います。 

 以前質問したときは、箱わなで捕獲する

方法しかないと言われたのですが、最近は

猟友会の方が鉄砲で捕ることができるよう

になったのかということが一つと、ここ２

年ぐらい、保育園の子どもたちや道路を歩

いている人たちがカラスに襲撃されるとい

う話をすごく耳にするようになったので、

町に飛んでくるカラスがすごく増えている

のではないかという思いがあるのですが、

その辺はどのように感じていらっしゃるの

でしょうか。 

○議長（大原 昇君） 耕地林務主幹。 

○耕地林務主幹（中沢浩喜君） 御存じの

ように、町の中では銃器等は使えないもの

ですから、役場の担当職員あるいは施設を

管理している方が、カラスの巣を除去した

り、卵を抱いていればその卵も含めて撤去

する形を取っております。高所について

は、消防署の協力をいただきながら、高所

作業車を使って駆除したりしています。 

 町の中に営巣する時期には、担当のほう

にもいろいろな苦情が寄せられています。

その都度、担当の職員が現場に赴いて、時

間をかけてでも駆除に努めておりますの

で、なかなか効果に表れないですけれど

も、そういった努力もさせていただいてお
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りますので、ご理解をよろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） 考え方につい

ては分かりました。 

 ただ、被害が出ています。帽子をつつか

れたり、取られたりということで去年も一

昨年も件数がかなり増えてきている状況は

認識していただきたいと思います。 

 それと、捕獲の方法ですが、今でも箱わ

なでしか捕獲はできないのでしょうか。 

 特に、ごみ処理場の辺りはカラスの巣の

ようになっていて、カラスの産む卵もかな

り増えているので、いたちごっこで大変な

状況なのかもしれないのですが、少しでも

減らす努力をしていただいて、安心して道

路を歩けないという人たちの声を聞いてい

ただきたいと思います。その点について

は、検討していただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） １５５ページ、町

産材活用促進事業補助金７６０万円につい

て、事業の内容、前年度からの減額の理

由、また、過去５年間の実績をお願いしま

す。 

○議長（大原 昇君） 耕地林務主幹。 

○耕地林務主幹（中沢浩喜君） 御質問に

お答えいたします。 

 事業の内訳につきましては、集成材で１

３０立米、５２０万円、コアドライ材で２

０立米、２４０万円の計７６０万円を、１

０棟分として予算計上しております。 

 前年度からの減額理由につきましては、

予定棟数は前年度と同様ですが、コアドラ

イ材分を５０立米から２０立米としたこと

により、前年度より３６０万円の減額とな

っております。 

 数量につきましては、集成材とコアドラ

イ材の平均の合計立米数として予算計上を

しております。 

 ＦＳＣ認証材の活用促進のためのＰＲ方

法及び活用についての町の今後の計画であ

りますが、ＰＲ方法につきましては、年度

当初の町広報紙への掲載、工務店の協力に

よるＰＲをはじめ、誕生祝！はじめての木

づかい事業木製品贈呈案内時に、町産材活

用促進事業補助制度のＰＲチラシを同封す

るなど、子育て世帯へのＰＲも実施してお

ります。 

 今後の計画につきましては、具体的なも

のは持ち合わせておりませんが、森林環境

譲与税の目的でもある木材利用の促進や普

及啓発等に絡めた事業を検討し、併せて関

係機関と協議をしながら、ＦＳＣ認証材の

活用促進に努めてまいりたいと考えており

ます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） コアドライ材の５

０立米を２０立米に減らした理由と、在来

工法が主流なのかと思うのですけれども、

近年、大手住宅メーカーの建物にはどのよ

うに対応しているのか、対応していないの

かを含めて、その辺のところを教えてくだ

さい。 

○議長（大原 昇君） 耕地林務主幹。 

○耕地林務主幹（中沢浩喜君） まず、１

点目のコアドライ材を減らした理由です

が、表をつけておりますけれども、平均で

６.２８立米ということで、実績としては非

常に少なく、集成材のほうが圧倒的に多く

なっております。 

 予算の組み方として、全体の予算の中

で、増減にも対応できるように、コアドラ

イ材を若干多くみて対応できるようにして

います。 

 大手メーカーとの連携についてですけれ

ども、ＦＳＣ認証材という森林認証のとこ

ろから出る材ということで、その辺は流通

も含めてきちんと管理しなければならない
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ものですから、町産材の活用でＣｏＣ認証

を取得した町内の工務店のみで扱うことに

なっておりますので、大手住宅メーカーに

ついては、今のところは入っておりませ

ん。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 今、大手メーカー

には対応していないということですけれど

も、町産材をより多く使ってもらうとした

場合には、大手メーカーにも対応できるこ

とを事業としてやっていかないとまずいの

かなと感じるのですが、その辺のところを

再度お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 耕地林務主幹。 

○耕地林務主幹（中沢浩喜君） あくまで

も制度上でありまして、ＦＳＣ認証材を扱

えるのは、ＣｏＣの認証を取得していると

ころがありますので、大手メーカーもＣｏ

Ｃの認証を取得すれば、その辺の扱いも可

能になってきます。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） 同じ質問でありま

す。 

 先ほど、ＦＳＣ認証材の活用方法のＰＲ

について御説明いただきました。広報紙へ

の掲載、工務店の協力ということで理解し

ますけれども、実績を見ますと、補助金の

額が年々下がってきている状況の中で、私

はもっとＰＲが必要ではないかと思いま

す。 

 例えば、ホームページ、地デジ広報、フ

ェイスブック、あるいはライン等でさらに

ＰＲを進めるべきではないかと思いますけ

れども、その辺の考え方について御説明を

お願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 耕地林務主幹。 

○耕地林務主幹（中沢浩喜君） 議員がお

っしゃるように、ＰＲ活動はなかなか実績

が伴わない部分がありますので、その辺も

含めて、ホームページあるいはＳＮＳを通

じて、ＰＲも含めて検討してまいりたいと

思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） もう１点、ご答弁

の中で、今後の計画について具体的には持

ち合わせていないということですけれど

も、今後、公共施設等、いろいろな計画が

あります。その中で、図書館あるいは保育

園、公住等の計画に合わせて、町産材を公

共施設に使用すべきと私は考えていますけ

れども、その辺の計画についてお伺いしま

す。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） 今後、公共施

設の整備に関しては、町産材の使用につい

て配慮するように進めてまいりたいと考え

てございますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） １５５ページ

の木質ペレットストーブ購入補助金２００

万円について、申請件数の見込みについて

御答弁願いたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 耕地林務主幹。 

○耕地林務主幹（中沢浩喜君） 御質問に

お答えいたします。 

 申込み件数の見込みにつきましては、平

成２６年度から令和２年度の実績及び申込

み予定件数の平均である５件分に補助上限

４０万円を乗じた２００万円を令和３年度

の予算として計上しております。 

 ペレットストーブの普及、ＰＲ活動につ

きましては、例年であれば、各種イベント

時に販売店の御協力をいただき、ブース等

を設けＰＲ活動を実施し、併せて広報紙に

掲載するなど、ＰＲ活動に努めてまいりま

したが、昨年は新型コロナ感染拡大防止に

より、イベント等の開催がなかったことか

ら、４月、９月の年２回の広報紙の掲載及
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びはじめての木づかい事業木製品贈呈案内

時のチラシの同封のみのＰＲ活動となって

おります。 

 以上であります。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） ＰＲ活動につ

いては、分かりました。 

 この補助上限が４０万円ということは、

結構高いストーブということですね。これ

は日本製なのか、それとも外国の製品なの

か、例えば、故障したときの修理はきちん

と対応できるのかどうかをお聞きしたいで

す。 

 それから、私が思っていたより、ペレッ

トストーブに根強いファンがいるというこ

とは理解いたしました。そういう意味で

は、今後も、僅かながらでも普及されてい

くのかなと思っています。 

 確かに、令和２年度はイベントが何もな

かったので、普及活動はできなかったと思

うのですけれども、令和３年度について

は、またイベント等で広報活動をされてい

くのだと思います。ただ、高いストーブで

あればあるほど、故障する割合は低いのか

もしれないですけれども、地元で調達でき

て、故障しても安心して修繕してもらえ

る、そういうものをきちんと準備していく

必要があるのではないかと思いますが、い

かがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 耕地林務主幹。 

○耕地林務主幹（中沢浩喜君） ストーブ

の販売所につきましては、町内の販売店で

取り扱っております。 

 ストーブのメンテナンス、保証について

も、販売店の御協力をいただきながら、き

め細やかに対応しております。今後の見通

しにつきましては、令和２年度は６件分を

予算化して、つい最近の３月ですけれど

も、６件目の申込みがあって、最終的に予

算どおりとなっています。使っている方に

ＰＲしていただいたり、あるいは担当もい

ろいろな部分を捉えて、使っている方に御

協力をいただいたりしながらＰＲをしてお

ります。 

 修繕の関係につきましては、きちんとメ

ンテナンス、保証を取扱店で対応していた

だいております。 

 また、製品については、そのほとんどが

国内産と認識しております。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） １５７ページ、林

業振興費、森林環境整備事業補助金３,５９

４万４,０００円についてであります。 

 具体的な内容及び積算根拠について御説

明をお願いします。 

○議長（大原 昇君） 耕地林務主幹。 

○耕地林務主幹（中沢浩喜君） 御質問に

お答えいたします。 

 この事業につきましては、令和元年度か

ら交付を受けている森林環境譲与税を活用

した補助事業であり、森林整備の推進及び

年間事業量の平準化を図ることにより、担

い手及び冬期間における雇用を確保するこ

とにより、持続的で管理の行き届いた森林

経営につなげ、さらには美幌町が推進する

ＦＳＣ森林認証林に対する上乗せをするこ

とで、認証林面積の拡大を図ることを目的

として実施するものであります。 

 対象補助作業種につきましては、枝打

ち、保育間伐、間伐及び林道の除雪として

おります。 

 本事業の対象となる事業主体は、森林法

第１１条に定める森林経営計画の認定を受

けた方とし、補助率につきましては、公共

造林事業の補助率である６８％。また、Ｆ

ＳＣ森林認証山林に対しては、残りの３

２％の２分の１である１６％を上乗せ補助

する内容となっております。 

 補助積算根拠でありますが、別紙積算資

料に基づき御説明をいたします。 

 まず、森林整備面積でありますが、本町
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における過去５か年の森林整備面積の平均

を森林整備水準目標として、令和３年度の

森林環境譲与税の交付額に合わせ、各作業

種とも森林整備水準目標値の６４.５％で整

備面積を設定し、その面積にヘクタール当

たりの標準経費を乗じ、その得た額に補助

率である６８％を乗じて補助金を算出して

おります。 

 次に、ＦＳＣ認証加算でありますが、補

助率６８％で予定している整備面積の２

０％を加算分の整備面積とし、その面積に

ヘクタール当たりの標準経費を乗じ、その

得た額に補助率１６％を乗じて、ＦＳＣ認

証加算補助金額を算出しております。 

 次に、林道除雪でありますが、除雪対象

延長につきましては、町で管理している林

道総延長の２分の１とし、その対象延長に

国土交通省土木標準積算の工事用道路除雪

単価に町の単独事業の場合の共通仮設費、

消費税を乗じて得た額を単価とし、対象延

長に乗じて算出をしております。 

 以上が施業内容及び積算根拠となってお

ります。よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） 今の御説明の中

で、本事業の対象となる事業主体は、森林

法第１１条に定める森林経営計画の認定を

受けたものということでありますけれど

も、こういう認定を受けた方が全員申し込

めば、この事業の対象になるのか、お伺い

します。 

○議長（大原 昇君） 耕地林務主幹。 

○耕地林務主幹（中沢浩喜君） 基本的に

はなりますけれども、予算の枠がございま

すので、予算の範囲内で対象となってくる

と思います。 

 今年度の予定実績で申し上げますと、森

林経営計画の認定の計画を立てております

が、ほとんどが森林組合の組合員でありま

して、森林組合の事業費ベースでいきます

と３,０５０万円が今年度の実績になるかと

思います。 

 予定で、ＦＳＣの上乗せになりますけれ

ども、事業所で言えば新宮商行が対象にな

りますが、こちらのほうで１９０万円程度

になりますので、令和２年度は全体で３,２

４６万円程度の予算の執行見込みになる予

定となっております。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） 今の御答弁で大体

分かりました。予算の範囲内ということで

ありますけれども、できる限り、この計画

の認定を受けたものについてはやっていた

だきたいと思います。 

 もう一つお伺いしたいのは、最初の御説

明の中で、森林環境整備事業補助金につい

ては森林環境譲与税を活用しているという

ことで、対象事業については、枝打ち、保

育間伐、間伐及び林道の除雪となっていま

すけれども、例えば、このほかに森林環境

譲与税を活用したものがあるのでしょう

か。木材を活用した公共施設の整備や林業

従事者等の人材活用、あるいは特産品の開

発等もやられているところがありますの

で、そういった考え方があるのかないの

か、御説明をお願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 耕地林務主幹。 

○耕地林務主幹（中沢浩喜君） 当面は、

町の森林整備を重点的に実施しようとする

ものでありまして、令和５年度中に目標水

準の見直しがございます。その時点で、ほ

かの事業も含めて、基金の残額もございま

すけれども、森林環境税譲与税の目的であ

る木育や普及啓発も含めて、検討する時期

が来たら、改めて進めてまいりたいと考え

ております。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大原 昇君） これで、６款農林

水産業費を終わります。 

 暫時休憩をします。 
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 再開は、１１時１５分といたします。 

午前１１時０４分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１１時１５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 引き続き、令和３年度美幌町一般会計予

算についての質疑を行います。 

 次に、７款商工費、１５８ページから１

６５ページまでの質疑を許します。 

 １番戸澤義典さん。 

○１番（戸澤義典君） 予算書の１５９ペ

ージになります。 

 商工業振興費のうち、新型コロナウイル

ス対策プレミアム商品券発行事業補助金４,

２７１万９,０００円についてお尋ねしま

す。 

 今年度、令和２年度に同事業を４回実施

しておりますが、その成果と分析、新年度

に反映した事項について御説明いただきた

いと思います。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 新型コロ

ナウイルス対策プレミアム商品券発行事業

の成果と分析、新年度に反映した事項につ

いてであります。 

 まず、成果ということになりますが、令

和２年度は５月、９月、１月にプレミアム

商品券を、また、１２月には緊急飲食店プ

レミアム商品券を発行しており、その成果

としましては、令和３年３月９日現在で、

消費額、これは換金額としておりますけれ

ども、１億６,２３１万１,０００円となっ

ており、コロナ禍で外出自粛等によって消

費が低迷している中において、切れ目な

く、一定の消費喚起効果があったと考えて

おります。 

 なお、プレミアム商品券発行事業を実施

しなかった場合との比較ができないため、

成果としまして、幾ら消費が向上したかを

数値で表すのは困難でありますので、ご理

解をお願いいたします。 

 次に、分析ということになりますけれど

も、商品券発行事業の５月実施分では、２,

０００円で３,０００円分の商品券を発行

し、そのうち２,０００円分を飲食店専用、

１,０００円分を登録店共通といたしまし

た。 

 このときの登録店は１４３店舗あり、そ

のうち７６店が飲食店であった中で、商品

券の利用は全体の７割が飲食店となってお

ります。 

 ９月実施分では、同じく２,０００円で

３,０００円分の商品券を発行し、全額を登

録店共通としておりますが、３日間での販

売予定が１日半で完売してしまう結果とな

ったことから、１月実施分では事前申込み

による抽せん方式としております。 

 なお、９月実施分では、登録店１４６店

舗のうち、６９店が飲食店であり、全額を

登録店共通としたことから、商品券は７割

が飲食店以外での利用となりました。 

 新年度に向けましては、これら令和２年

度の結果を踏まえまして、事業実施主体で

ある商工会議所とも協議を重ね、事前申込

みによる抽せん方式として、２,０００円で

３,０００円分の商品券を発行し、現在もな

お、コロナウイルス感染症の影響を大きく

受けている飲食店支援の観点から、１,００

０円分を飲食店専用、２,０００円分は共通

といたしました。 

 発行総数につきましても、最大の各２万

セットとしており、多くの町民が利用でき

るよう発行数を増やしておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 確かに、消費の喚

起という部分においては非常に効果があっ

たと私も認識しております。 

 回答にありますように、飲食店支援の観

点からという分析もしているようですけれ

ども、飲食店を救うという観点から質問さ

せていただきたいと思います。 
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 事業をする際には、現状を把握しまし

て、その中で何が問題点なのか分析される

と思います。分析に基づいて、こういう対

策をしようと考えて対策を立てると思いま

す。そして、最終的には、その成果がどう

だったかということで成果の把握をすると

思います。イコール、それが現状把握にな

って、サイクルとなって、よりよい事業を

していくというものだと思いますが、過去

４回、そういうサイクルでやった形跡が見

られません。 

 今、飲食店の支援という観点で、飲食店

専用のプレミアム商品券をつくったりして

いますけれども、果たしてそれが本当に飲

食店を救うための分析になっているのか。 

 飲食店の形態ごとの成果は把握している

のでしょうか。居酒屋とかスナック、スナ

ックでも大規模スナック、小規模スナッ

ク、それらはどういう状況だったのかとい

うところまで把握をしているのでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 御質問の

形態別にということでは、それぞれの換金

額等は報告していただいておりますので、

そちらにつきましては把握しております。 

 また、飲食店の支援ということでありま

すけれども、いまだ収束が見通せないコロ

ナウイルスですので、今後も切れ目のない

対策ということで、令和３年度におきまし

ても、商品券を２回発行することとしてお

りますけれども、全国的な傾向もあります

し、影響が一番大きいのは飲食業ではない

かと考えております。 

 また、商工会議所とも協議を重ねており

ますし、会議所で１月に実施しております

アンケートを参考とさせていただいており

ます。その中で、売上げが３０％以上減少

している業態で言いますと、小売業は１

９％、製造業は１０％に対し、飲食業は４

７％と、やはり半数近く減少している傾向

にありますし、今後も、見通しという中で

は、３０％以上の売上げ減少が続くと回答

しているのは、小売業では１２.５％、製造

業では３０％、飲食業で４１％という回答

がありますので、こちらのアンケート結果

も踏まえまして制度設計しております。 

 よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 業種ごとの状況は

分かりました。 

 飲食業のみで、居酒屋、スナックでも大

規模、中規模、小規模と、いろいろあると

思いますけれども、それらに対する細かい

分析はやっていないのでしょうか。飲食店

用１,０００円分、確かにそれも重要かもし

れませんけれども、さらに分析して対策を

立てることができると思うのですけれど

も、そういう細かいところまでは分析はさ

れていないということでよろしいですか。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 正直なと

ころ、細かいところの分析までは実施して

いないのが現状であります。確かに、それ

ぞれの店に偏りが見られる部分はあるかも

しれませんけれども、各個店の規模等があ

りますので、なかなか一律には考えられな

いところもあるかと思いますが、先ほど回

答したとおり、商品券４回の販売で消費喚

起額が１億６,０００万円ほどありますの

で、効果はあるものと認識しております。 

 よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） １５９ページ、空

き店舗活用事業補助金４８万円ですが、事

業詳細及び内訳、過去の実績についてお願

いいたします。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 空き店舗

活用事業補助金の事業詳細、実績について

でありますけれども、空き店舗活用事業

は、平成１７年度から開始している制度で
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あり、中心市街地区域の空き店舗を活用し

て、新たな事業を開始する方、または町外

からも含み移転をする方に対して家賃の２

分の１を美幌商工会議所と町が１年間補助

する制度となっております。 

 補助の上限としましては、会議所、町共

に２万円の合計４万円となります。 

 補助の対象者は次の要件を満たす方であ

り、賃貸借契約期間が１年以上であるこ

と、１年以上継続して営業する見込みであ

ること、国、道などから同様の補助金を受

けていないこと、法人の場合、町内の本

社、支店等で独立した決算処理がなされる

こと、個人の場合、町内に居住している、

または居住すること、小売業、サービス

業、飲食業等であることを要件としており

ます。 

 過去５年間の実績としましては、件数、

町補助金の額でありますけれども、平成２

８年度はなく、平成２９年度は３件で２３

万８,０００円、平成３０年度は２件で５万

３,０００円、平成３１年度と令和２年度の

現時点ではなしという実績になっておりま

す。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 実績がえらく少な

いと思います。去年に関しては致し方ない

と思うのですけれども、このＰＲといいま

すか、相談というか、そういう手段はどの

ようにしているのか、また、４８万円の予

算について、件数の予定をどのように考え

ているのか教えてください。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） まず、相

談ということでありますけれども、この事

業につきましては、町のホームページに掲

載しております。また、実際に事業者から

町にも相談がありますし、商工会議所でも

家賃を支援していただいているということ

がありますので、そちらにも相談が来てお

ります。 

 また、令和３年度の４８万円の根拠であ

りますけれども、賃借料の新規分として、

２件、一月分２万円の１年間分ということ

で４８万円を計上しております。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 内容は分かりまし

たが、あまりにも利用者が少ないというこ

とで、魅力がないのかなという感覚も持っ

ております。逆に、一時金ということで出

したほうがいいのかなという感覚もありま

す。多分、継続していく補助金だと思うの

ですけれども、今後の見直しを考えている

のか、その辺のところをよろしくお願いし

ます。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） この制度

につきましては、平成１７年度から実施し

ておりまして、１５年ほど経過しておりま

す。毎年そう多くはなく、１年間で数件と

いうことで、この２年間は実績がないとい

うことでありますので、今後につきまして

は、これらの件数と実績を踏まえまして検

討していきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 同じく１５９ペー

ジ、事業承継支援事業補助金１５０万円で

すが、事業詳細についてお願いします。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 事業承継

支援事業補助金の詳細、要件でありますけ

れども、事業承継支援事業は、令和３年度

からの新規事業でありまして、内容につき

ましては、本町の事業者が直面している課

題である事業承継を促し、事業の継続化及

び雇用の安定を図ることを目的としまし

て、国の小規模事業者持続化補助金の事業

承継加点該当者に町が上乗せ補助しようと

するものです。 

 制度の詳細につきましては、資料で御説

明しますので、別添資料１６ページをご覧
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いただきたいと思います。 

 まず、国の制度である小規模事業者持続

化補助金についてでありますけれども、こ

れは小規模事業者が、地域の商工会議所の

助言を受けまして、経営計画を作成し、そ

の計画に沿って、新たな販売促進用のチラ

シの作成やインターネット販売システムの

構築など、販路開拓などに取り組む費用に

ついて、上限を５０万円、補助率を３分の

２として補助する制度であります。 

 次に、町の制度ですけれども、今回、実

施する町の制度概要を記載しております。 

 町の制度としましては、国の小規模事業

者持続化補助金の事業承継による加点措置

を受けた事業者を対象に上乗せを行おうと

するものです。 

 この加点措置でありますけれども、国

は、事業承継の円滑化に資する取組を重点

支援するという観点から、事業者が６０歳

以上であり、後継者候補が中心となって事

業を実施する場合に、採択審査時における

加点が行われるもので、この加点措置を受

けた場合に、町の上乗せ補助を行い、事業

者の負担を軽減しようとするものです。 

 負担割合でありますけれども、国が３分

の２、町が国補助対象事業の自己負担の３

分の２を補助しまして、上限額は５０万

円、国へ申請した持続化補助金の事業完了

後に町へ申請してもらうこととしておりま

す。 

 上乗せの効果としましては、例えば、事

業費１２５万円の場合、本来であれば、国

が５０万円、自己負担が７５万円となると

ころでありますけれども、町が５０万円を

負担しますので、自己負担が２５万円にな

りまして、５０万円の自己負担分が軽減さ

れることになります。 

 予算の規模としましては、最大５０万円

を３件見込みまして、１５０万円としてい

るところでありますので、よろしくお願い

いたします。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） 私も同じ項目で

質問したいと思います。 

 この小規模事業者というのは、個人でも

法人でも構わないのかということと、これ

は今年度に国が新たに行う事業ということ

ですので、難しいと思うのですけれども、

もし希望者がこの予定件数を超えた場合の

調整はどのように行うのか、その２点につ

いて御説明ください。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） まず、１

点目の個人でも法人でも可能かということ

でありますけれども、どちらでも可能とな

っております。 

 もう１点、国の事業ということですけれ

ども、小規模事業者持続化補助金につきま

しては、今年度が最初ではなく、既に平成

２７年度から開始しておりまして、毎年

度、補正予算になりますけれども、国で予

算化しております。 

 令和２年度補正予算につきましても計上

されておりますので、事業継続はされてい

くということであります。 

 国の補正対応によって、どれぐらいなの

かというのは、正直分かりませんけれど

も、町で対応できることについては対応し

ていきたいと考えております。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） １６１ページ

の体験観光推進業務委託料４１４万４,００

０円と、観光物産推進業務委託料４２８万

５,０００円の業務委託の内容と、連携して

の活動は不可能なのかという点についてお

伺いいたします。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 体験観光

推進業務委託料と観光物産推進業務委託料

についてでありますけれども、まず、体験

観光推進業務委託料につきましては、令和

２年度から採用しております地域おこし協
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力隊の継続分でありまして、業務を美幌町

観光まちづくり協議会に委託しておりま

す。 

 委託業務の内容は、アウトドア体験プロ

グラムの開発、アウトドアガイドの育成、

協力隊員の活動に対する支援となっており

ます。 

 次に、観光物産推進業務委託料につきま

しては、令和３年度から新規に採用予定の

地域おこし協力隊に係るもので、観光振興

業務をはじめ、中でも物産の販路拡大やウ

ェブショップ等を活用したネット販売の強

化などに重点を置きながら、観光物産協会

の業務に従事していただく予定です。 

 この協力隊は、美幌観光物産協会の職員

として採用する予定でありまして、既に募

集を開始しているところです。 

 次に、連携した活動ということでありま

すけれども、商工観光グループでは平成３

０年度に１名、令和２年度に１名の地域お

こし協力隊を採用しておりまして、常に協

力隊同士、また商工観光グループとも連携

を取りながら業務を行っておりますので、

来年度採用予定の地域おこし協力隊につき

ましても、これまでと同様に連携を図りな

がら活動することとなります。 

 また、協力隊員の確保についてでありま

すけれども、今回の協力隊募集につきまし

ては、令和２年度の予算の中で求人サイト

２社へ掲載しているほか、町のホームペー

ジや広報、ＳＮＳによる情報発信等により

募集を実施しております。 

 今後の協力隊の確保につきましても、こ

れまで美幌町が実施してきました中では、

求人サイトでの募集が有効であったことか

ら、求人サイトに掲載するとともに、ホー

ムページや広報、ＳＮＳ等を活用しまし

て、協力隊の募集を進めていきたいと考え

ております。 

 なお、地域おこし協力隊に係る委託料の

積算根拠につきましては、記載のとおりで

ありますけれども、給与２３４万６,０００

円、手当４４万８,０００円、共済費４０万

７,０００円、旅費２７万５,０００円、消

耗品費７万円、燃料費１０万４,０００円、

自動車借上料６１万円、負担金２万５,００

０円の合計４２８万５,０００円で計上して

おりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） 体験観光推進

業務委託料については、令和２年度から採

用している地域おこし協力隊の継続分とい

うことは理解しましたが、この地域おこし

協力隊員は何年契約になっているのかとい

うことがまず１点と、観光物産推進業務委

託料の中で、令和３年度から新規に採用す

る地域おこし協力隊に係るものということ

も理解いたしましたが、それぞれの業務内

容は相当違っておりますので、この違う業

務内容をどのように連携できるのかという

ことを伺います。 

 それから、回答では平成３０年度に１

名、令和２年度に１名の地域おこし協力隊

を採用とありますが、この人たちは現在は

いないということでしょうか。来年度採用

予定ということは、以前は採用していたけ

れども、今年度新たに採用するという理解

でいいのでしょうか。 

 以上の点についてお伺いいたします。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） まず、地

域おこし協力隊の任期ですけれども、基本

的には最長３年間となっております。今、

当グループでは２人おりますし、新たに１

名ということで３名になりますが、それぞ

れ最長３年間となっております。 

 現在、商工観光グループに配属されてお

ります協力隊員につきましては、今年度で

３年の任期を終了いたしますので、卒業と

いう形になります。 

 令和２年度採用分につきましては、１年

経過しているところで、本人からは退任し
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たいという意向もありませんので、今後も

継続しまして、最長３年間いてもらえれば

と思っております。 

 また、どのように連携していくのかとい

うことでありますけれども、大きいところ

では、現在の協力隊は観光、物産のほうに

も携わっていますし、もともと町と観光物

産協会で連携を取りながら観光、物産の振

興に当たっておりますので、今後も同じよ

うな形で連携しながら取り組んでまいりた

いと考えております。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） 令和２年度に

採用した人は３年間ということで、現在、

２名体制でやっているという理解でよろし

いのですね。 

 ただ、３年間の任期を終えて美幌町から

いなくなるようなイメージだったのです

が、できれば、アウトドアのプログラムを

開発したり、育成したりということをやっ

てきている人たちには、継続して美幌町に

いていただいたほうが事業が進んでいくの

ではないかと思うのです。契約だから任期

が終了したら終わりですという内容ではな

くて、事業を継続するならば、美幌に住ん

でいただいて、せっかく取得した資格を生

かして、イベントを継続していただいたほ

うがよろしいのではないかという思いがあ

りますが、その点についてはいかがでしょ

うか。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 協力隊に

つきましては、最長３年間が任期となって

おります。 

 卒業後は、基本的にはご自身の判断とい

うことになりますけれども、これはもとも

と移住政策の一つでもありますので、基本

的に町としましては、そのまま町に残って

いただいて事業を起こすとか、どこかに就

職していただくとか、３年間で培ったもの

をその後も生かして、町に協力していただ

ければと考えております。 

 今年度に卒業する協力隊につきまして

も、今のところ、そのまま美幌に残ってい

ただきまして、アウトドアガイドというこ

とで活躍していただく予定となっておりま

す。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） ２点あります。 

 まず、今の坂田議員の質問に関連してで

すけれども、平成３０年度採用者は、３年

間で契約終了になって、町としては定住し

ていただくようお願いをしているというこ

とです。具体的に新年度予算にも絡んでく

ると思うのですが、もし美幌町に定住し

て、次はこういう立場で活動したいという

方向性が発表できるのであれば、ぜひお聞

かせいただきたいと考えております。 

 それから、今年度の予算で、既に募集を

開始しているということで、現在までの反

応というか、問合せ状況とか、そんなこと

があればお聞かせいただきたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 今年度に

卒業する協力隊につきましては、４月以

降、独立して個人で事業を開始していきた

いと聞いております。 

 基本的には、この３年間で培ったものか

ら、その後もアウトドアガイドの資格を取

得中でありますので、その資格を生かしな

がら、体験観光等にも励んでもらえればと

思っておりますし、町としましても、卒業

したからといって全く関わらないというこ

とではなく、何らかの形でバックアップし

ていきたいと考えております。 

 また、新年度採用予定の募集状況であり

ますけれども、現在のところ、１３名の応

募がありまして、今後、書類選考等を行い

ながら、できれば四、五人ほどを面接等を

して採用していきたいと考えております。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ
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ん。 

○３番（大江道男君） 地域おこし協力隊

員の確保は１名とか２名というレベルなの

ですけれども、ある小さな町では、四、五

名を採用して、積極的に移住、定着を図る

という取組をしています。美幌町としての

協力隊員の規模は、大体このような形で推

移せざるを得ないのでしょうか。もっと大

規模に隊員確保及び移住、定着を図るとい

う取組の方策は見当たらないのでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） 確かに、大江

議員がおっしゃるとおり、新聞等の報道を

見ますと、４名、５名、あるいは２桁台で

募集をしている自治体もあるようでござい

ます。 

 ただ、私どもとしては、ただいま商工観

光主幹が申し上げましたとおり、卒業して

も、それまで蓄積したノウハウを生かして

町に残っていただいて、何らかの業を起こ

すか、お仕事を見つけていただくかという

ことを目的に実施しておりますので、多く

を採用することは現状は考えておりませ

ん。 

 もちろん状況に応じて、業務が多岐にわ

たったり、幅広く業務展開をしたいという

ようなことがありましたら、同時に複数名

の採用ということも考えられなくはないで

すけれども、現在のところ、そこまでの状

況にはないということで、担当としては、

このような形での採用をさせていただきた

いと考えております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） １６１ページの

美幌峠再発見実行委員会負担金９０万円の

事業内容について、御説明いただきたいと

思います。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 美幌峠再

発見実行委員会負担金についてであります

けれども、この実行委員会につきまして

は、美幌峠の魅力を再発見し、観光客の誘

致促進を図ることを目的としまして、平成

２３年度に設置したものであります。 

 実行委員会の取組内容としましては、女

満別空港から美幌駅を経由し、美幌峠まで

のバス運行事業であり、令和３年度につき

ましては、この美幌峠行きのバス路線に加

え、釧路イン女満別アウトの定期観光バス

を、夏期及び冬期に運行する予定であるこ

とから、その経費の一部についても負担す

るものです。 

 新たに負担する定期観光バスは、釧路－

阿寒－弟子屈－美幌峠－美幌駅－女満別空

港－網走－ウトロを通るルートで、美幌峠

で６０分の休憩があるほか、ＪＲ美幌駅で

も乗降可能で、夏、冬共に４０日間程度を

運行する予定となっております。 

 なお、運行主体は、美幌峠行きバスと同

様に、阿寒バスとなります。 

 負担金の内訳としましては、美幌峠行き

バスの運行分が６０万円、新たな路線であ

る定期観光バス運行分が３０万円で、合計

９０万円の予算計上をしておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） ＬＣＣの運行

で、これ以外にも町のほうでレンタカーを

利用する人への支援も含めて、今回、釧路

と女満別間の観光のアクセスが拡大される

というのは、旅行者にとって大変便利なこ

とで、よろしいと思っています。 

 そこで、定期観光バスの夏と冬の期間と

いうのは、具体的に夏は何月から何月まで

という運行のスケジュールがもし決まって

いれば、それぞれ教えていただきたいと思

います。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） お尋ねの

運行期間でありますけれども、現時点で、
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阿寒バスから、いつからということはまだ

聞いておりません。ただ、言えることは、

やはり観光シーズンということになると思

いますので、夏は７月、８月ぐらいから

で、冬については、網走も入っていますの

で、流氷観光等を含めて１月、２月ぐらい

になるのかなと思います。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） 今、コロナの関

係でＬＣＣがなかなか期待どおりに観光客

を運べないという残念な結果ですけれど

も、ある程度落ち着いてくれば、釧路空港

か女満別空港のどちらかから入って、どち

らかから帰るという周遊をしていく意味で

は、大変大切な取組だと思いますので、ぜ

ひ、いろいろな手段をもって、多くの来客

の方にバスの利用周知に積極的に取り組ん

でほしいと思います。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） 同じく１６１ペ

ージですが、サイクルアドベンチャーオホ

ーツク推進協議会負担金２３０万円の事業

内容について、御説明いただきたいと思い

ます。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） サイクル

アドベンチャーオホーツク推進協議会負担

金でありますけれども、この負担金につき

ましては、令和２年度から参画しているサ

イクルアドベンチャーオホーツク推進協議

会の負担金で、北見市、網走市、大空町、

小清水町、美幌町の２市３町により、広域

的なサイクルツーリズムの推進に取り組ん

でいるところです。 

 令和２年度の負担金は１００万円であり

ましたが、令和３年度は１３０万円増額し

て負担し、さらなるサイクルツーリズムの

推進を図ろうとするものです。 

 この負担額２３０万円のうち、１００万

円は令和２年度からの継続としまして、２

市３町での取組事業分の負担になりますけ

れども、残りの１３０万円は、美幌町独自

事業分として負担し、オホーツク推進協議

会から美幌町観光まちづくり協議会へ業務

委託しまして、事業を実施していく予定で

す。 

 実施予定事業の一つ目は、２市３町での

取組事業継続分でありますけれども、負担

額１００万円で、その一つ目として、オホ

ーツクライドや極寒スノーバイクライドな

どのサイクルイベント、二つ目として、新

聞、雑誌等を活用したＰＲ等を行う情報発

信事業、三つ目として、観光資源を活用し

た体験観光の開発を目指したアドベンチャ

ーコンテンツ開発事業等を実施していく予

定です。 

 次に、美幌町独自事業としましては、負

担額１３０万円で、一つ目として、レンタ

サイクルを実施します。経費は１０３万円

ですけれども、このうちの５０万円は推進

協議会で負担することになっており、ＬＩ

ＦＥ ＩＮ ＢＩＨＯＲＯにあるまちづく

り協議会の事務所に美幌町のレンタサイク

ル拠点を設けまして、女満別空港での利用

者も対象として、自転車を貸し出すレンタ

サイクル事業を実施いたします。 

 二つ目は、サイクルツアーで、町内や周

辺自治体においてサイクルツアーを実施い

たします。こちらの経費は、参加者の参加

料で賄う予定でありますので、負担する経

費はなしとしております。 

 三つ目は、サイクルイベントで、経費は

５２万円です。イベントは、年に１回の大

規模イベントや夏期の数か月間にわたるロ

ングランイベント、また、年に一、二回の

町民向けイベントを実施いたします。 

 四つ目は、広域連携の構築で、経費は２

５万円です。これは、他市町村と連携した

レンタサイクルやツアー、イベントを実施

いたします。 

 以上の美幌町独自事業は、現在、町が推

進している体験型観光としまして、令和３
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年度の新規事業として取り組んでまいりま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） 事業内容はよく

分かりました。 

 美幌町独自事業のレンタサイクル事業で

すけれども、説明ですと女満別空港での利

用も対象としているということですが、実

際のイメージが湧かないのです。まちづく

り協議会のレンタサイクルを担当する人が

空港にいて、自転車を用意する、あるい

は、まちづくり協議会の事務所のところで

も借りることができて、利用した後に女満

別空港に返すのか、その辺の貸出しはどの

ような仕組みでやるのか、御説明いただき

たいと思います。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 貸出しに

ついては、基本的にはＬＩＦＥ ＩＮ Ｂ

ＩＨＯＲＯまでお客さんに来ていただきま

して、そこで貸し借りをするというのがベ

ースになっておりますけれども、今回、サ

イクルアドベンチャーに負担をいただくと

いうことで、女満別空港も対象にしており

ます。 

 こちらにつきましては、予約を受けまし

て、その時間になりましたら空港に自転車

を持って行き、そこで利用していただき、

返すときも空港まで取りに来てほしいとい

うことであれば空港に行きますし、ＬＩＦ

Ｅ ＩＮ ＢＩＨＯＲＯに返却していただ

けるのであれば、そちらで受けることにな

ります。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） 同じく１６１ペー

ジ、観光施設維持管理事業の修繕料１,３１

０万８,０００円について、具体的な内容及

び積算根拠の御説明をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 観光施設

維持管理事業、修繕料についてであります

けれども、この修繕料は、美幌峠レストハ

ウス、ターミナル物産センター、峠の湯び

ほろに係る修繕料であり、内訳は記載のと

おりとなっております。 

 なお、計上した金額につきましては、レ

ストハウスの小破修繕と峠の湯のその他緊

急を要する修繕を除きまして、業者からの

見積りによるものです。 

 内訳でありますけれども、美幌峠レスト

ハウスにつきましては、小破修繕１０万

円、ターミナル物産センターにつきまして

は、ぽっぽ屋照明ＬＥＤ化４４万６,６００

円、峠の湯びほろにつきましては、木質チ

ップボイラー熱源ポンプ修繕３４万６,５０

０円をはじめ、火災報知器回線修繕１６万

３,３５０円など、記載のとおりでありまし

て、峠の湯分の合計としましては１,２５６

万１,０００円の計上としておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） 今、御答弁の中

で、峠の湯びほろについての修繕の考え方

を御説明願います。 

 今回の修繕につきましては、現在は全く

使用できないものか、あるいは耐用年数が

来たから取り替えるものなのか、その計上

について説明をお願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 令和３年

度計上分の修繕につきましては、基本的に

今動かないということではありませんが、

経年劣化等による動作不良等が度々起こっ

ているというのもありますので、令和３年

度中にこれらを全部修繕いたしまして、通

常稼働させていきたいということでござい

ます。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） 同じく、峠の湯び

ほろの中で、先ほど御説明いただきました
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木質チップボイラー熱源ポンプ修繕、その

下の木質チップボイラー炉床・火格子修繕

１１４万７００円については、一般質問の

ときにもありましたけれども、木質チップ

ボイラーについては、現在使用していない

にもかかわらず、今回どうして修繕するの

か、御説明をお願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 峠の湯の

チップボイラーにつきましては、導入当

初、コスト面、それから環境にも配慮され

ているものとして導入しまして、現在まで

利用してきております。しかし、現在は従

来のＡ重油ボイラーのほうが経費的に安価

であることから、チップボイラーを休ませ

て、Ａ重油ボイラーを主に使用しておりま

す。 

 現在の指定管理者は、レストランメニュ

ーの充実とか、Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備と

か、いろいろな工夫をしていただいており

ますけれども、やはり、コロナの影響もあ

りまして、非常に厳しい経営が続いており

ます。 

 このような状況から、現状としまして

は、Ａ重油のほうが安価になるということ

で、使用についてはやむを得ないものであ

りますけれども、今後、チップボイラーの

ほうが安価となる場合もありますし、環境

への配慮の観点もありますので、いつでも

安全に使用できるように、メンテナンスは

欠かせないものと考えておりますので、ご

理解をお願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） １６３ページの

冬まつり補助金２６０万円の事業内容につ

いて、御説明をお願いします。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 冬まつり

補助金についてでありますけれども、冬の

一大イベントであるびほろ冬まつりが第３

０回の節目を迎えるに当たり、北海道市町

村振興協会のいきいきふるさと推進事業助

成金を活用して事業費を増額し、記念事業

として開催しようとするものです。 

 具体的な実施内容ですけれども、今年の

秋頃から実行委員会を開催して協議してい

くこととなりますが、事務局としての２０

２２年開催に当たっての検討案は記載のと

おりでありまして、２０１９年実施分から

変更、拡充して開催予定であります。 

 なお、５０万円の増額分は、これらの対

応経費とする予定でありまして、２０１９

開催分と２０２２開催分の内容につきまし

ては、次のとおりとなっております。 

 まず、２０１９びほろ冬まつりの内容で

すけれども、美幌峠太鼓やダンス、耐寒ラ

ジオ体操、スノーバスケット大会などで、

決算状況としましては、会場設営費２３９

万９,０００円、会場運営費２２万７,００

０円、イベント経費６３万４,０００円など

を合計しまして、３５９万円でありまし

た。 

 次に、２０２２びほろ冬まつりでありま

すけれども、変更点及び周年記念によるイ

ベントの拡充案としましては、前日の滑り

台開放日にファットバイク体験やテントサ

ウナなどのイベントの充実、また、新型コ

ロナウイルス感染症対策としまして、ビニ

ールカーテンやアルコール、検温器の設置

など、また、既存のイベントであるスノー

バスケットや抽せん会等のプログラムの充

実を予定しております。 

 また、予算案としましては、会場設営費

２４０万円、会場運営費２５万円、イベン

ト経費１０４万円など、合計しまして４１

０万円となり、２０１９年開催から５０万

円を増額した中での予算計上という内容で

ありますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） 事業内容はよく

分かりました。 
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 前述のイベントの中にあるファットバイ

ク体験ですが、あの会場の中にコースを作

って、実際に体験するような設定をして行

うと理解していいのですか。サウナも含め

てです。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 現在の会

場の中で、従来どおりの配置ということで

あれば、多少はスペースがあると思います

けれども、それで間に合わないということ

であれば、例えば、みどりの村も活用し

て、協賛という形でも実施は可能かと思っ

ています。 

 これから配置等も考えていきますが、そ

の中で対応できるようにしてまいりたいと

思っております。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大原 昇君） これで、７款商工

費を終わります。 

 暫時休憩します。 

 再開は、１３時２０分といたします。 

午後 ０時０４分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 １時２０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 引き続き、令和３年度美幌町一般会計予

算についての質疑を行います。 

 次に、２款総務費のうち、５項統計調査

費、２目地籍調査費、１０６ページから１

０７ページまでの質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、２款総務費を終わります。 

 次に、８款土木費、１項土木管理費、１

６６ページから１６７ページまでの質疑を

許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、１項土木管理費を終わります。 

 次に、２項道路橋梁費、１６６ページか

ら１７１ページまでの質疑を許します。 

 ７番馬場博美さん。 

○７番（馬場博美君） １６９ページの道

路橋梁維持費、町道区画線設置委託料３０

０万円について、今年度の実施箇所及び今

後の年次計画について御説明をお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） 施設管理主幹。 

○施設管理主幹（以頭隆志君） 馬場議員

の御質問に御答弁いたします。 

 まず、実施箇所についてでございます

が、資料の２ページになります。 

 赤線で記載していますとおり、①とし

て、第２号道路を４キロメートル、②とし

て、第１１号道路と１２２号道路を４.１キ

ロメートル、③として、第３０号道路と３

１号道路を４.８キロメートル、合計１２.

９キロメートルについて、区画線の引き直

しを予定してございます。 

 次に、委託の内容についてでございます

が、経年劣化で薄くなったり、消えたりし

ているセンターラインや外側線について引

き直しを実施しておりますが、例年、道路

清掃が完了する５月の初旬以後に実施する

こととしておりまして、６月初旬までには

完了するよう取り進めているところでござ

います。 

 最後に、年次計画についてでございます

が、交通量が多い街路、通学路、また、幹

線道路を優先的に、４年ごと、７年ごと、

１５年ごとのサイクルで路線を選定し、引

き直しの計画をしておりますが、予算の状

況も踏まえまして、区画線延長を約１３キ

ロメートル前後で、毎年実施している状況

です。 

 ただし、摩耗の状況や道路改良など、そ

の都度、状況を確認しながら、実施路線を

選定している状況でございます。 

 以上、御説明いたしました。よろしくお
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願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） 今、御答弁にあっ

た町道第２号道路については分かりました

が、主幹が答弁されたように、町の中の通

学路や幹線道路等のセンターラインがかな

り薄くなって、夜間は大変危険な状況の路

線があるように思います。今後、年次計画

の毎年１３キロメートルにこだわることな

く、現地状況を確認しながら実施すべきと

考えますが、考え方について御説明をお願

いします。 

○議長（大原 昇君） 施設管理主幹。 

○施設管理主幹（以頭隆志君） ただいま

御指摘をいただきました１３キロメートル

にこだわらずというところでございます

が、路線の実線の状況を十分確認して、約

１３キロメートル前後では足りないという

ような場面が出てくれば、予算を確保しな

がら、さらに実施できるように検討してい

きたいと思っておりますので、よろしくお

願いします。 

○議長（大原 昇君） ９番藤原公一さ

ん。 

○９番（藤原公一君） 私からも、１６９

ページの同じ箇所の区画線設置委託料３０

０万円について伺います。 

 御答弁では、センターラインや外側線を

年次的に引き直すということですけれど

も、センターラインは５メートルピッチで

引きますので、外側線をやめれば、先ほど

馬場議員が言われましたように、センター

ラインが延びると思います。 

 また、今、環境に優しい水性塗料の白線

も増えてきておりますので、その辺のお考

えをお尋ねします。 

○議長（大原 昇君） 施設管理主幹。 

○施設管理主幹（以頭隆志君） 藤原議員

から御質問いただきましたセンターライン

のみにした場合は延びるというお話です

が、町道の実施箇所ごとに必要の度合いを

確認しながら、センターラインで問題ない

場合にはセンターラインのみで延長が確保

できるように対応したいと考えておりま

す。 

 また、もう１点の環境に配慮した塗料で

引く方法もあるということですけれども、

その辺は業者に確認しながら対応していき

たいと思っておりますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、２項道路

橋梁費を終わります。 

 次に、３項河川費、１７０ページから１

７１ページまでの質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、３項河川費を終わります。 

 次に、４項都市計画費、１７０ページか

ら１７３ページまでの質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、４項都市計画費を終わります。 

 次に、５項住宅費、１７２ページから１

７５ページまでの質疑を許します。 

 ４番髙橋秀明さん。 

○４番（髙橋秀明君） １７３ページ、住

宅リフォーム促進補助金３,２６７万円につ

いて、計画戸数を含めた事業の詳細をお知

らせいただきます。 

○議長（大原 昇君） 建築主幹。 

○建築主幹（吉田善一君） 髙橋議員の御

質問に回答いたします。 

 住宅リフォーム促進補助事業の令和３年

度の計画戸数につきましては、９０戸を見

込んでおりまして、補助金額１戸当たり３

６万３,０００円の見込みにより、計３,２

６７万円を計上しております。 

 事業の詳細につきましては、対象となる
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リフォーム工事費、消費税抜きで５０万円

以上の工事費に対し、２０％を補助する内

容となっております。なお、補助の上限額

は５０万円であります。 

 これまでの制度と大きな変更はありませ

んが、令和２年度は、一定期間を設けた当

初申込みが低調であったことから、以降、

交付申請を随時受付としたところ、突発的

な住宅トラブルにも活用された事例がある

ことから、利用者に配慮した運用を考え、

令和３年度においては、当初から事前申込

みを必要とする形とせず、４月から随時、

補助金交付申請を受け付ける予定としてお

ります。 

 以上、御説明申し上げましたので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 多分、この事業は

ずっと継続されるものだと思っております

けれども、一時、不調で推移していたとい

うことです。 

 今は１回限りということで補助を出して

いますけれども、補助を受けている人の中

には、この補助金を利用して軽微なリフォ

ームをして失敗したと思っている方も少な

くないと思います。これから、まとまった

リフォームをしたいという希望者は、１回

受けた方も対象にできるのかどうか、制度

上できないのならそれまでですけれども、

そういう考えがあるのかどうか、お聞かせ

ください。 

○議長（大原 昇君） 建築主幹。 

○建築主幹（吉田善一君） ただいまの質

問に回答いたします。 

 本事業は、平成２３年度から始まった事

業で、今年度でちょうど１０年目となりま

す。 

 この間、他の自治体の制度内容や利用者

からのアンケート結果、今お話がありまし

たように、議会でのご意見などを踏まえ、

制度の見直しを検討してきたところです

が、今年度のようなコロナ禍においても、

予定件数には達しなかったものの、一定程

度の申請はございますので、補助制度を利

用していない潜在需要はまだあると見込ん

でおります。 

 また、令和３年度については、３年サイ

クルで実施してきた事業の中間年でもござ

いますので、現行どおりの内容で、補助の

利用については１回と考えているところで

あります。 

 今後、的確なニーズの把握に努めまし

て、住環境の整備、あるいは、経済対策と

併せて、本町が抱える課題解決を踏まえた

見直しを含めて、引き続き検討していきた

いと思っておりますので、ご理解いただき

ますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 次に、１７５ペー

ジ、施設等借上料６,５６９万円について、

借上げ公住ごとの過去５年間の入居実績に

ついて、お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 建築主幹。 

○建築主幹（吉田善一君） 高橋議員の御

質問に回答いたします。 

 借上げ公住ごとの過去５年間の入居実績

につきましては、別添資料のとおりとなっ

ております。 

 毎年、数件の入退去がありますが、いず

れの団地も高い入居率で推移しているとこ

ろでありまして、令和２年度末の見込みに

おきましても、借上げ公住８団地、５９戸

の入居率は１００％という状況になってお

ります。 

 以上、御説明申し上げましたので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 大変高い入居率で

安心していますけれども、借り上げ料につ

いて、単純に計算して１戸当たり１１０万

円ぐらいになるのですが、この積算根拠と
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いうか、どういう計算で計上しているの

か、教えてください。 

○議長（大原 昇君） 建築主幹。 

○建築主幹（吉田善一君） ただいまの御

質問に回答いたします。 

 現状の借り上げ料につきましては、法令

上規定されたものはありませんが、公営住

宅法に、近傍同種家賃ということで、いわ

ゆる市場家賃の算定方法が定められており

まして、その金額を基本に現在の借り上げ

料を設定しております。 

 それと併せて、事業開始当初は、事業喚

起のために標準建設費に対するコスト削減

分を上乗せとした価格で借り上げ料を設定

しているところでございますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 借り上げ料につい

ては十分配慮されているので、この金額に

なっているということが大体分かりまし

た。 

 今は入居率が１００％で、今後、公住の

建替え計画等が始まりますが、この借上げ

公住は、民間の力を借りながら、美幌の場

合、借上げ公住そのものが、市街地中心部

の景観と活気、また、再開発の一翼を担っ

ているわけですけれども、公住全体を見

て、この借上げ公住の位置づけをどういう

ふうに考えているのか教えてください。 

 あわせて、今後、借上げ公住を計画する

予定があるのかも含めてお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） 建築主幹。 

○建築主幹（吉田善一君） ただいまの御

質問に回答いたします。 

 資料で回答させていただいたとおり、こ

れまでの借上げ公住の入居率は、非常に高

い状況で推移しているところであります。 

 また、現入居者の年齢構成や世帯構成な

どの状況を踏まえますと、再借り上げを行

って、引き続き公営住宅として管理してい

く必要性はあると考えているところであり

ます。 

 令和３年度は、公営住宅等長寿命化計画

の見直し年でもありまして、再借り上げと

した場合については、借り上げ料や借り上

げ期間など、具体的な内容が固まりました

ら、お示しさせていただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 なお、新規の借上げ公住ということで予

定しているものは現時点ではございません

が、先ほどお話ししました計画の見直し作

業の中で、将来に向けて美幌町として管理

していく公営住宅の全体戸数をどのように

していくかということを精査していきたい

と思っております。その中で、直接建設方

式、借り上げ方式などの供給方式について

も検討していきたいと考えておりますの

で、ご理解いただきますよう、よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ９番藤原公一さ

ん。 

○９番（藤原公一君） １７５ページ、三

橋南団地共同階段手摺設置工事、９８１万

８,０００円の内容及び積算根拠についてお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 建築主幹。 

○建築主幹（吉田善一君） 藤原議員の御

質問に回答いたします。 

 三橋南団地共同階段手摺設置工事の内容

でございますが、三橋南団地全３棟におけ

る共同階段室、全１０か所の１階から４階

までに連続した手すりを設置するものであ

りまして、手すりの仕様及び材質につきま

しては、外径３.４センチメートル、樹脂製

抗ウイルス仕様、高さ７５センチメートル

に自立支柱及び壁付け金物を併用し、階段

室の内回りに設置する計画となっておりま

す。 

 なお、本工事は、社会資本整備総合交付

金を活用した事業となります。 

 積算根拠につきましては、北海道営繕工

事積算標準単価表に単価の掲載がないこと
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から、北海道建設部営繕工事設計単価策定

要領に基づき、町内の建築格付業者から見

積りを徴収して積算しております。 

 以上、御説明申し上げましたので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ９番藤原公一さ

ん。 

○９番（藤原公一君） 説明内容は大体分

かったのですけれども、今の御説明で内回

りという話がございました。まず、内回り

と外回りの両方に設置しなかった理由につ

いてと、ほかの公営住宅への今後の設置計

画についてお伺いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 建築主幹。 

○建築主幹（吉田善一君） ただいまの質

問にお答えいたします。 

 まず、内回りと外回りの両方に設置しな

かった理由ですが、一般住宅では、階段の

折り返しで踊り場が狭くなっているので、

外側に設置することが一般的かと思います

が、公住の場合は、折り返し部分で踊り場

に十分なスペースがあるので、内回りに設

置する計画としていることと、外回りに設

置すると、各住戸の玄関の出入口に誘導し

てしまう形になることから、危険性を配慮

して、内回りの設置のみとしたところでご

ざいますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 それから、これ以降に設置する予定箇所

についてでございますが、三橋南団地と同

様に、４階建てで階段室に手すりがついて

いない団地は、建替えを検討している仲町

団地を除きますと、残りは南団地の１０棟

となります。 

 令和３年度につきましては、工事金額も

踏まえて三橋南団地について予算計上をさ

せていただきましたが、南団地についても

手すりの必要性は感じておりますので、年

次的に整備できればと考えているところで

ございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、８款土木

費を終わります。 

 次に、９款消防費、１７６ページから１

７７ページまでの質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、９款消防費を終わります。 

 暫時休憩します。 

 再開は、１３時４７分といたします。 

午後 １時４４分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 １時４７分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 次に、１０款教育費、１項教育総務費、

１７８ページから１８３ページまでの質疑

を許します。 

 ６番伊藤伸司さん。 

○６番（伊藤伸司君） １７９ページ、美

幌高等学校間口対策補助金５５０万円につ

いて、積算内容をお知らせください。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（遠藤 明君） 御答弁申

し上げます。 

 積算内訳でありますが、農業科につきま

しては、作業実習に必要な実習服、Ｔシャ

ツ、帽子、長靴、手袋といった必要な経費

が普通科以上にかかってまいります。この

ように、町内からの農業科入学者に対して

も、町外者同様に１０万円を補助し、負担

軽減を図るものでございます。 

 令和３年度の内訳でございますが、農業

科入学者は２５名掛ける１０万円の２５０

万円、普通科入学者は６０名掛ける５万円

の３００万円、合計５５０万円を計上させ

ていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 
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○６番（伊藤伸司君） 積算内訳につきま

しては分かりました。 

 令和３年度入学予定者の発表は明日とい

うことで、今年度も対策はしたけれども、

普通科は４５名で、農業科は合わせて２０

名ということで、今後の対策費用の使い方

や積算の仕方をどうするのか、お伺いした

いと思います。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（遠藤 明君） 御答弁申

し上げます。 

 今後の考え方でございますが、まず、美

幌高等学校教育振興対策協議会とも御相談

をさせていただきますけれども、これまで

も各市町村で取り組まれている例を参考に

しながら対策を打ってまいりましたが、い

かんせん、地元の中学生が地元の高校に入

っていないという現状は間違いありません

ので、いろいろな手を使いながら対策を取

っていきたいとは考えております。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 予算書の１７９ペ

ージ、教育振興費、教育振興事業、美幌高

等学校教育支援事業補助金７９４万８,００

０円につきまして、以下の３点を御質問さ

せていただきます。 

 １点目は、寄宿舎維持運営・寮費補助４

４２万２,０００円の入寮者数と補助金の推

移について、２点目は、地域みらい留学フ

ェスタ参加経費１６１万円の事業内容と積

算根拠について、３点目は、女子生徒下宿

費補助３３万６,０００円の事業内容と積算

根拠について、以上３点の御説明をお願い

いたします。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（遠藤 明君） 御答弁申

し上げます。 

 内容につきましては、別紙になりますの

で、３ページ目を御覧いただきたいと思い

ます。 

 事業目的でございますが、記載の５項目

でございます。 

 まず、１点目に御質問のありました寄宿

舎維持運営・寮費補助の入寮者数と補助金

の推移でございますが、最初に書かせてい

ただきました寄宿舎運営費４４２万２,００

０円でございます。 

 補助の基準としましては、入寮者の寮費

から運営費、食費を除いた不足額を補助す

るということと、入寮者が６名以上いる場

合に限り補助するということでございま

す。 

 内訳につきましては、下の表のうち、６

人の欄の一番下にある収支不足額が補助対

象となっているところでございます。 

 また、補助の推移につきましては、記載

のとおりでございます。 

 ２点目の地域みらい留学フェスタの事業

内容と積算根拠でございますが、こちらに

つきましては、４ページの魅力発信事業補

助２１１万円の②地域みらい留学フェスタ

参加経費のところになります。 

 こちらにつきましては、地方公立高校を

結ぶ全国合同の留学説明会でございまし

て、東京、大阪、名古屋、福岡のいわゆる

４大都市圏を会場に、都道府県の枠を超

え、都会から生徒を確保するための学校Ｐ

Ｒ活動への参加料を補助するものでござい

ます。美幌高校の間口維持へ向け、生徒確

保を図るものとして、令和３年度より参加

予定とするものでございます。 

 内訳としましては、参加料の８８万円、

それから、生徒、教職員３名分の旅費７２

万９,６００円となります。 

 ３点目の女子生徒下宿費補助の根拠につ

きましては、５ページ目になります。 

 こちらは新規事業になりますけれども、

美幌高校寄宿舎は、現在は男子生徒のみの

入寮となりますので、町外からの女子生徒

の確保に向けた取組としまして、女子寮確

保が必要との観点から、令和３年度より取

り組むものでございます。町内の民間下宿

代が５万５,０００円となっておりまして、
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全道に２５棟ある道内の寄宿舎の寮費を調

べましたところ、平均が４万１,０００円と

いうことが判明しましたので、その差額分

の１万４,０００円を１か月当たり補助する

ということで、２名分で年間３３万６,００

０円でございます。 

 以上でございます。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 寄宿舎の男子寮の

ときは月額４万円を基準に収入で見積もっ

ていますが、女子寮の場合は全道平均で４

万１,０００円ということです。これを４万

円にしていたら補助額がもう少し増えると

思うのですけれども、寄宿舎に合わせて、

男子が４万円だから女子の負担も４万円と

いう考え方はなかったのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（遠藤 明君） 御答弁申

し上げます。 

 補足がありますけれども、男子寮も５万

１,０００円の寮費だったのですが、美幌高

等学校教育振興対策協議会の委員の皆さん

からいろいろご意見を頂戴いたしまして、

それを基に道内の公立高校を調査したとこ

ろ、平均が４万１,０００円だったというこ

とで、男子も１万円を補助しまして、全道

平均の４万１,０００円にし、女子につきま

しても、差別化することなく同じく４万１,

０００円としたところでございます。 

 なお、１,０００円というのは、寮の親睦

会の分だと学校から承っておりますので、

実質は親の負担ベースでいけば４万１,００

０円、補助対象でいけば４万円ということ

です。 

○議長（大原 昇君） もう一度説明して

いただきたいので、暫時休憩します。 

午後 １時５５分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 １時５６分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（遠藤 明君） 大変申し

訳ございませんでした。 

 こちらに４万円との記載がありますが、

保護者の負担としましては４万１,０００円

でございます。ただ、１,０００円というの

は親睦会分ということで、この会計上には

出てこないということでありますので、ご

理解いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） 寄宿舎への令和

３年度の入寮予定者ですが、４名卒業して

いくので、新１年生の入寮予定者は６人以

上になる見込みがあるのかということが１

点と、５ページ目の女子生徒下宿費補助に

ついても、令和３年度の下宿予定者は現状

で何名の予定であると把握しているのか、

その辺の状況が分かれば教えてください。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（遠藤 明君） 御答弁申

し上げます。 

 まず、男子寮の関係ですけれども、先週

金曜日の段階では、１年生が２名入るとい

うことを確認させていただいております。 

 また、女子につきましては、先週金曜日

までのところ、入るという情報は得ていま

せん。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） 新年度は２名入

寮予定ということで６名はクリアできるの

ですけれども、入寮した後に何かの事情で

退寮するとか、スタートした時点で６名で

あればオーケーですけれども、何らかの事

情で退去することもあると思うのです。そ

の場合、年度当初の人数を補助の基準とす

るのでしょうか。その後に増えることは構

わないと思いますが、減った場合の対応は

どのような形になるのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（遠藤 明君） 御答弁申
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し上げます。 

 万が一の話ということでございますけれ

ども、基本的に、そのお子さんが卒業する

までの間は何らかの形で支援をしていきた

いという考えを持っております。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） そうしたら、年

度当初に入寮して、何らかの事情で退寮し

たとしても、在籍していれば、町の姿勢と

してはこの寮の運営のために支援していく

という理解でよろしいですか。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（遠藤 明君） そのとお

りでございます。 

○議長（大原 昇君） １１番岡本美代子

さん。 

○１１番（岡本美代子君） １７９ページ

の教育振興事業、美幌高等学校教育支援事

業補助金、地域みらい留学フェスタ参加経

費１６１万円の内訳をお知らせください。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（遠藤 明君） 御答弁申

し上げます。 

 別紙の４ページ目でございます。 

 先ほど御説明申し上げましたが、まず、

地域みらい留学フェスタ参加料としまし

て、各校当たり８８万円が参加料としてか

かります。もう一つは、年に数回、オンラ

インもしくは対面で、コロナ禍ですので、

今後どうなるかは分かりませんけれども、

もし対面になった場合には、東京と大阪

で、向こうの中学生と親御さんと対面する

ということがあります。こちらのフェスタ

に、先生１名、生徒２名の計３名、２泊３

日分で７２万９,６００円、合計１６１万円

を計上しているところでございます。 

○議長（大原 昇君） １１番岡本美代子

さん。 

○１１番（岡本美代子君） 学校をＰＲし

て、都会から生徒を確保するという活動

で、対象は中学生だと思うのですけれど

も、このフェスタというのは、各会場で１

回ずつ行われて、その場で終わってしまう

のか、それとも、オンラインで、参加した

学校について、都会の生徒が常に見られる

継続性があるのかというところをお聞きし

たいと思います。 

 次に、生徒の参加学年、コロナで状況は

分かりませんけれども、例えば、中学３年

生が対象なのか、２年生からなのか、１年

生からなのか、それから、美幌高校の学科

は全てなのか、その辺のことをお知らせく

ださい。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（遠藤 明君） 御答弁申

し上げます。 

 まず、１点目の継続性でございますけれ

ども、令和３年度の予定としましては、６

月５日と６日にオンラインで、次に６月２

６日と２７日に対面で東京と大阪で実施さ

れます。ただ、こちらは、オリンピックを

開催すれば実施するけれども、オリンピッ

クを開催しなければ、こちらもオンライン

です。次に、７月１７日と１８日もオンラ

インです。最後の８月２８日と２９日もオ

ンラインです。 

 都合、全部で８日間ございまして、気に

入った学校といいますか、向こうの生徒と

こちらの高校でうまく合致すれば継続性は

持てるということは聞いております。 

 それから、対象者については、基本的に

は中学３年生と聞いております。親子で中

学１年生からでも参加はできると聞いてお

りますけれども、主には中学校３年生が保

護者と一緒にということです。 

 学科につきましては、農業科のみという

ことで考えております。 

○議長（大原 昇君） １１番岡本美代子

さん。 

○１１番（岡本美代子君） ８日間という

ことですけれども、登録料を払って参加す

るということで、心配していることは、限

られた日数だけではなくて、継続性があっ
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て、そういうものを考えている人がそうい

うところを開いたり探したりしたときに、

常に美幌高校が出てくるというような、例

えば、興味を持った人がうまく交流できる

というか、答えてあげられるような状況を

美幌高校に用意しておかなければ、何日間

だけのことなら、子供たちも忙しいし、そ

ういう接点がたくさんないと難しいのでは

ないかと思っているのです。 

 その辺のところをどう考えているのか、

今後どうしていくのかをお聞かせくださ

い。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（遠藤 明君） 御答弁申

し上げます。 

 令和３年度は、全国で７０の高校が参加

するというお話を聞いております。 

 こちらは、取りまとめる会社でホームペ

ージを作っておりまして、美幌高校の状況

がいつでも見られるということが一つで

す。 

 あとは、金曜日に美幌高校とお話をした

のですけれども、新年度から、ＳＮＳを使

った取組を考えています。これは、前から

考えていて、なかなか取り組めなかったの

ですけれども、フェイスブックやインスタ

グラムでも発信しながら、取りあえず今は

一人でも多くの町外の生徒に入っていただ

けるよう取り組んでまいりたいというとこ

ろです。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、１項教育

総務費を終わります。 

 次に、２項小学校費、１８２ページから

１８７ページまでの質疑を許します。 

 １２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君） 小学校管理事業

の修繕料１,６６６万６,０００円の修繕内

容について御説明ください。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（遠藤 明君） 御答弁申

し上げます。 

 小学校３校の維持管理に係る修繕内容に

つきましては、美幌小学校から順に記載の

とおりとなっておりますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） １８５ページ、学

校管理費、スクールバス運行業務委託料３,

８４０万９,０００円について、委託内容と

積算根拠を御説明願います。 

○議長（大原 昇君） 学校給食主幹。 

○学校給食主幹（斉藤浩司君） ただいま

の御質問に答弁いたします。 

 スクールバスにつきましては、現在、町

の直営バス１台、委託車両８台の合計９台

で、委託先は２社となっております。ま

た、一部、混乗スクールバスとしても運行

しております。 

 今回、スクールバスの見直しを行いまし

て、委託料の算出方法を変更しておりま

す。 

 これまでは、年間の走行距離を単純にキ

ロ数で割った単価を算出していましたが、

今年度はコロナ禍の中で臨時休校が長期化

したため、その場合は運行委託料の支出が

難しいということで、今後につきまして

は、基本的にかかる固定経費は必ず毎月払

い、それ以外に運行実績に合わせて支払う

という２段方式に変更しております。これ

によりまして、バス会社にとっては、安定

的に従業員を確保して運用することができ

ますし、走った実績分の委託料が支払われ

るということです。 

 詳細については、別紙の資料でご確認い

ただければと思いますが、今後、コロナに

より臨時休校が長期化した場合でも、この

委託方法によって解消できるものと考えて

おりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ
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ん。 

○７番（馬場博美君） ただいまの御説明

の中で、臨時休校が長期化する場合もある

ことから、令和３年度より人件費や車両等

の維持管理経費などの固定経費に燃料代を

加算した額というように積算方法を変更し

たことは理解しましたけれども、そうなれ

ば、予算額３,８４０万９,０００円のう

ち、考えられる固定経費の額は幾らになる

か、お知らせください。 

○議長（大原 昇君） 学校給食主幹。 

○学校給食主幹（斉藤浩司君） 御答弁申

し上げます。 

 小学校費におけるスクールバスは、委託

車両を８台所有しているうち、北光興産に

１台、阿寒バスに３台、また、直営のマイ

クロバス１台、合計５台分の予算が３,８０

０万円の内訳でございます。 

 バスの大きさがそれぞれ違いますので、

北光興産が持っている５０人乗りのバスの

固定経費につきましては、年間１,５６０万

円になっております。 

 このうち、阿寒バスと北光興産でバスが

違いますので、バスの大きさに合わせた委

託経費の算出を行っております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） それでは、２点目

をお伺いします。 

 スクールバスの運行について、御答弁の

中で、一部、町民も乗車できる混乗スクー

ルバスを運行しているとありました。例え

ば、農村地区で、統廃合地区以外の児童に

ついて、スクールバスに空席があれば乗車

できるのかどうかを伺います。 

○議長（大原 昇君） 学校給食主幹。 

○学校給食主幹（斉藤浩司君） 現在、ス

クールバスにおきましては、旧小中学校の

統廃合区域を中心に運行しています。 

 また、元町営バス路線、例えば、豊岡

線、日並線のようなバスについて、一部、

混乗スクールバスで運行しております。 

 現在のバスの中で、農村地域、また、運

行経路の中で混乗を増やしたり、農村地域

の運行についても今後検討していきたいと

考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、２項小学

校費を終わります。 

 次に、３項中学校費、１８６ページから

１９１ページまでの質疑を許します。 

 １２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君） 中学校管理事業

の修繕料５０３万６,０００円の修繕内容に

ついて御説明ください。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（遠藤 明君） 御答弁申

し上げます。 

 中学校２校の維持管理に係る修繕内容に

つきましても、記載のとおりとなっており

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） 同じく、中学校

費のスクールバス運行業務委託料について

は、先ほど小学校費のところで資料をいた

だきましたので、質問は省略したいと思い

ます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、３項中学

校費を終わります。 

 次に、４項社会教育費、１９０ページか

ら２０５ページまでの質疑を許します。 

 １２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君） １９５ページの

社会教育振興費、芸術文化鑑賞事業負担金

５３０万円の事業内容と金額について御説

明ください。 
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○議長（大原 昇君） 社会教育主幹。 

○社会教育主幹（松尾まゆみ君） お答え

いたします。 

 芸術文化鑑賞事業負担金５３０万円の事

業内容でございますが、新型コロナウイル

ス感染症拡大の影響により、令和２年度に

おいては多くの事業が中止となっておりま

して、それらの中止となった事業について

は、各実行委員会と協議を行い、令和３年

度に実施することとして計画しているとこ

ろでございます。 

 主な事業の内容と金額といたしまして

は、芸術文化鑑賞事業として、宝塚歌劇団

ＯＧによる歌劇２００万円、令和２年度に

実施できなかった事業でございますが、び

ほーる共催鑑賞事業として、お笑いライブ

２００万円、親子芸術鑑賞事業として、こ

ちらは令和２年度に実施はできましたが、

オンライン配信による鑑賞となったため、

再度、びほーるの舞台でホスピタルクラウ

ンによるサーカスを町内の親子に生で鑑賞

いただこうと計画したもので、８０万円で

す。ふるさと応援鑑賞事業につきまして

は、令和２年度は中止となりましたので、

令和２年度と同様に観光物産大使のアーテ

ィスト、ＴＲＩＰＬＡＮＥや門馬由哉氏に

よるコンサートを計画しまして、５０万円

を計上しております。 

 いずれの事業につきましても、コロナウ

イルスの影響によりまして、事業内容等を

変更せざるを得ない事態もまだまだ起こり

得る状況でございますので、町民によりよ

いプログラムを鑑賞いただけるよう、情報

収集を行いながら事業を進めてまいりたい

と思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 上杉議員と同じ

く、１９５ページの芸術文化鑑賞事業です

けれども、内容は分かりました。本年度の

各事業の集客人数をどのように考えている

のか、この１点だけ教えてください。 

○議長（大原 昇君） 社会教育主幹。 

○社会教育主幹（松尾まゆみ君） 髙橋議

員の御質問にお答えいたします。 

 今年度、びほーるの舞台につきまして

は、新型コロナウイルス感染症対策のた

め、現時点では、舞台前４列を空席としま

して、基本的には１席空けで２０４席の集

客人数としております。 

 現状としましては、これまで、舞台の収

容人数の見直し等を考えてきたところでは

ありますが、その見直しを考えるタイミン

グで、北海道において集中対策期間が始ま

ってしまったり、第３波が到来したりとい

うことで、昨年１０月１日から２０４席で

の実施となっております。 

 今後につきましては、北海道や国の対策

方針等に鑑みながら座席数は検討していき

たいと思っておりますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） 同じく、１９５

ページの芸術文化振興事業補助金１７０万

円の事業内容について御説明ください。 

○議長（大原 昇君） 社会教育主幹。 

○社会教育主幹（松尾まゆみ君） 芸術文

化振興事業補助金の事業内容ですが、大き

く３種類の事業への補助金として計上して

おります。 

 まず１点目は、吹奏楽技術講習会補助金

としまして、美幌吹奏楽育成会に４０万円

を補助するものです。 

 こちらは、びほーるを会場に各小中学校

及び美幌高等学校の吹奏楽部員に演奏技術

向上のための講習会を行う経費を補助する

ものとなっております。 

 令和２年度につきましては、新型コロナ

ウイルスの影響により実施できておりませ

んが、令和元年まで毎年実施していたもの

であり、令和３年度については実施をして

いきたいと思っております。 
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 ２点目は、藤原道山尺八コンサートでご

ざいます。 

 補助団体は美幌町芸術文化公演実行委員

会、補助金額は８０万円で、美幌町にゆか

りのあるプロの尺八奏者藤原道山氏による

コンサートを実施するものです。 

 こちらも、令和２年度実施を予定してお

りましたが、実施できなかったため、令和

３年度に再度実施を計画されているもので

ございます。 

 ３点目は、公募事業としまして、補助金

額５０万円を計上しておりまして、町民の

方が計画される小規模な公演事業に係る経

費のうち、補助対象経費として該当する経

費を補助することにより、自主企画の公演

事業を後押ししようとするものでございま

す。 

 こちらは、４月から公募を開始する予定

となっております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） 今の３点目の公

募事業というのは、補助基準によって補助

するということですけれども、件数とか限

度額は特にないのか、補助対象であれば審

査をしてそのまま出すのか、補助の５０万

円というのは１件だけなのか、その辺を御

説明ください。 

○議長（大原 昇君） 社会教育主幹。 

○社会教育主幹（松尾まゆみ君） お答え

いたします。 

 公募事業５０万円につきましては、特

段、件数当たりの上限等を定めておりませ

ん。４月から公募ということで広報やホー

ムページに載せておりますので、応募が来

た中で判断させていただくような形になっ

てくるかと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番岡本美代子

さん。 

○１１番（岡本美代子君） １９５ページ

の町民会館等管理運営事業の修繕料２５５

万６,０００円について、客席誘導灯の交換

ということですけれども、内容を詳しくお

知らせください。 

○議長（大原 昇君） 社会教育主幹。 

○社会教育主幹（松尾まゆみ君） お答え

いたします。 

 町民会館等管理運営事業、修繕料２５５

万６,０００円のうち、客席誘導灯の交換部

分の内容でございますが、町民会館びほー

るは、非常口誘導灯が２４台、客席足元誘

導灯が３６台ございますけれども、こちら

の誘導灯の点灯時間が、平成２４年８月の

びほーるオープン時の設置から７万４,００

０時間を超えており、誘導灯のＬＥＤモジ

ュールの耐用時間の６万時間を大きく超過

しておりますので、誘導灯が使えないなど

の表示不良を防止するため、対処が必要と

なっていることから、交換修繕を行うもの

でございます。 

 なお、非常口誘導灯２４台につきまして

は、ＬＥＤモジュールのみの交換となりま

すが、客席足元誘導灯３６台につきまして

は、現在設置している機種が販売終了とな

っており、新たな部品生産がされていない

ことから、ユニットを全て交換することに

より、修繕をするものとなっております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番岡本美代子

さん。 

○１１番（岡本美代子君） 客席足元誘導

灯３６台について、結構暗い中でも皆さん

歩いているのです。上演中は動かないのが

一番いいのですが、上演中でも歩いている

方が結構いるのです。私の考えを言わせて

いただければ、足元の３６台のうち、暗め

になったり明るくなったりという対応はで

きるのでしょうか。 

 例えば、高齢者がたくさん集まるときは

誘導灯を少し明るめに設定できるとか、皆

さんが集中できるように暗めにするとか、

舞台で上演するものによって明るさを考え
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られればいいなと思ったのです。同じもの

でも、設定が変えられるものがいいのでは

ないかと思うのですけれども、その辺はど

うなのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 社会教育主幹。 

○社会教育主幹（松尾まゆみ君） 岡本議

員の御質問でございますが、確かに、びほ

ーるで舞台をしているときに、演目によっ

ては、誘導灯が明る過ぎるのではないかと

いう場合もあると思います。しかし、誘導

灯というのは、利用者様の安全を守る消防

法に定められたものとなりますので、岡本

議員がおっしゃるような明るさの調整がで

きるかどうかは、申し訳ございませんが、

把握していない状況でございます。 

 しかし、びほーるの利用について、お客

様の安全を守るため、消防法に基づいた基

準をしっかりクリアできるような機材を設

置してまいりたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番岡本美代子

さん。 

○１１番（岡本美代子君） 消防法によっ

て基準の明るさはもちろんあると思うので

す。でも、演目に合わせて最低の明るさは

保ちながら、高齢化に合わせて少し明るく

できたりという調節ができたらいいのでは

ないかと思うので、そういう機種があれ

ば、ぜひ見つけていただきたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 社会教育主幹。 

○社会教育主幹（松尾まゆみ君） 消防法

の基準がございまして、基本的には安全設

備ですので、明るさの変更はできないかと

思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） １９９ページ

の図書館運営事業、各種研修等報償１３万

５,０００円について、研修内容と回数につ

いてお聞かせいただきたいです。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（田村圭一君） 坂田議員の御

質問にお答えいたします。 

 図書館運営事業における各種研修等報償

費につきましては、令和３年度に設置を予

定しております図書館整備検討委員会アド

バイザー報償として計上したものでござい

ます。 

 アドバイザーには、道内在住の大学教授

に就任を依頼する予定で、図書館整備検討

委員会におきまして、現代の図書館を取り

巻く状況や、新たな図書館の役割などにつ

いて、助言や情報提供をお願いしたいと考

えているところでございます。 

 図書館整備検討委員会につきましては、

年５回の開催を予定しておりまして、その

うちアドバイザーが２回参加することとし

て、報償費を予算計上したものでございま

す。 

 積算の内訳につきましては、記載のとお

りでございます。 

 以上、答弁いたしました。よろしくお願

いいたします。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） この事業は、

令和３年度に図書館整備検討委員会を設置

する予定ということですが、この委員会の

構成は何名で、公募はどのような方法を取

るのかということをお聞かせいただきたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（田村圭一君） 坂田議員の御

質問にお答えいたします。 

 図書館整備検討委員会の構成でございま

すが、今考えておりますのは、図書館協議

会委員、図書館関係団体としてボランティ

アサークルや協力していただいている団

体、それから、学校関係者、保育・幼稚園

関係者、それに公募ということで、全体で

１６名以内の委員の構成を考えているとこ

ろでございます。 
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○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） 大体の内容は

分かりましたが、これは何年間継続するこ

とになるのか、その点を最後にお聞かせい

ただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（田村圭一君） ただいまの御

質問にお答えいたします。 

 何年までというはっきりしたゴールは決

めておりませんが、この検討委員会の中

で、基本構想と基本計画を策定したいと考

えているところでございます。 

 予定としましては、令和３年と４年で策

定できたらと考えているところでございま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） 博物館費の博物

館活動推進事業８８８万３,０００円の中

で、企画展、特別展の今年度の内容につい

て御説明いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 博物館主幹。 

○博物館主幹（鬼丸和幸君） 御質問の企

画展、特別展の内容について御説明申し上

げます。 

 １番、特別展「びほろのアケボノ旧石器

時代の遺跡」、これは令和２年度からの継

続事業になります。 

 内容ですが、旧石器時代の人々の暮らし

について、発掘調査で得られた資料を活用

して展示紹介を行い、多くの町民に歴史に

関心を持っていただけるようなきっかけづ

くりとします。会期は、令和３年３月２７

日から１０月２４日までです。 

 ２番、企画展「交通安全ポスター・作文

展」、これは毎年継続事業となります。 

 内容ですが、交通安全をテーマにした、

児童生徒のポスター、作文を展示します。

会期は、令和３年１１月３日から１１月２

３日までです。 

 ３番、企画展「おひろめコレクション

展」、これも毎年継続事業となります。 

 内容ですが、令和２年度中に町民の方々

より寄贈された資料を展示します。会期

は、令和３年１２月４日から令和４年１月

１６日までです。 

 ４番、企画展「冬季作品展」、これも毎

年継続事業となります。 

 内容ですが、冬休み中に制作した町内小

中学校児童生徒の作品を展示します。会期

は、令和４年２月５日から３月６日までで

す。 

 最後の５番目、特別展「美幌町４公園の

草花図鑑」です。 

 内容ですが、美幌町の自然が手軽に観察

できる、みどりの村森林公園、せせらぎ公

園、柏ヶ丘公園、美富自然公園の４公園に

ついて、生育している草花の種類や生態な

どを展示紹介し、多くの町民に自然に関心

を持っていただけるようなきっかけづくり

とします。会期は、令和４年３月２６日か

ら１０月２３日までとなっております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） 中身は承知いた

しました。 

 １番の特別展ですけれども、例えば、こ

ういう期間が長いものについて、小学校の

特定の学年の課外授業で博物館に行って、

美幌の旧石器時代のことを勉強するような

ことを授業の中で取り入れたことが過去に

あったのかどうか、あるいは、今後、そう

いうことが学校長と調整して実施可能なの

かどうか、その点だけお尋ねします。 

○議長（大原 昇君） 博物館主幹。 

○博物館主幹（鬼丸和幸君） 御質問にお

答えします。 

 今年度も歴史をテーマにして、特に昔の

時代の人々の暮らしを知ろうということ

で、小学校から授業協力依頼がありまし

て、何回かこちらの資料を含めて見学した

り、学芸員がレクチャーする形で授業対応
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をしております。 

 毎年、そういう依頼が何件か必ず来てい

ますので、毎回対応するようにしていま

す。 

 今後も、そういう要求があれば、こちら

のほうで対応していくつもりでおります。 

 よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、４項社会

教育費を終わります。 

 次に、５項保健体育費、２０４ページか

ら２１１ページまでの質疑を許します。 

 ７番馬場博美さん。 

○７番（馬場博美君） ２０５ページ、保

健体育総務費、１００ｋｍデュアスロン大

会負担金３６０万円について、１００万円

の増額となった内容について御説明をお願

いいたします。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興主

幹。 

○スポーツ振興主幹（浅野謙司君） ただ

いまの御質問でございますが、１００ｋｍ

デュアスロン大会の負担金３６０万円の１

００万円の増額の内容でございますが、令

和２年度は、新型コロナウイルス感染症拡

大防止のために中止といたしましたが、令

和３年度は、第３５回記念大会としまし

て、いきいきふるさと推進事業助成金１０

０万円を活用し、事業の充実を図るもので

あります。 

 事業の内容につきましては、現在、各関

係方面と調整を図りつつ、実行委員会にお

いて協議を進めることとしておりますが、

参加料の見直しを検討しつつ、コロナ禍に

おける新北海道スタイルに沿ったイベント

実施の方向で、前向きに検討してまいりま

す。 

 増額分の主な内容としましては、第２０

回、３０回の記念大会同様、例えば、トッ

プアスリートの招聘や参加記念品の配布、

または、地元特産品の販売を行うマルシェ

の同時開催など、まちづくり協議会や観光

物産協会など関係団体と協議、連携を図

り、地域の活性化につながるよう、助成金

を活用してまいりたいと考えております。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） 第３５回の記念大

会として、トップアスリートらの招聘を行

うということでの１００万円の増額につい

ては分かりました。 

 余計な心配ですが、大会を開催する場

合、グランドホテルがなくなって、宿泊施

設がなくなっている状況の中で、具体的に

どのように対応するのか、お知らせいただ

きたいと思います。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興主

幹。 

○スポーツ振興主幹（浅野謙司君） 宿泊

の件ですが、ただいまお話しいただいたと

おり、今回、グランドホテルが廃業という

ことになりまして、例年、宿泊している方

も、近隣または町内の旅館業組合等にあっ

せんする形で、何人かまとまっていただけ

るかと思いますが、こちらで宿泊の手配を

するわけではございませんけれども、選手

については、例えば、グラウンドのところ

にテントを張って寝泊りをしている方もい

らっしゃれば、車中泊をしている選手も中

にはおります。そういった意味では、町内

の宿泊施設は限られてはいますが、キャン

プ場を利用したり、近隣の宿泊所を利用し

たりということで参加をいただけるものと

考えております。 

 よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） 先ほど、事業内

容の中に、トップアスリートの招聘という

説明がありましたが、具体的に呼ぶ予定の

アスリートの個人名が挙がっているのか、
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それとも特定ではなくて数名の候補を挙げ

ているのかどうか、その辺について差し支

えなければ御説明ください。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興主

幹。 

○スポーツ振興主幹（浅野謙司君） 御答

弁申し上げます。 

 トップアスリートということですが、前

回の３０回大会のときには、地元のアスリ

ートということで、選手に来ていただい

て、大会を盛り上げていただいたところで

ございます。 

 来年度につきましては、コロナ禍という

状況もありまして、今、大会の申込みを受

けて、サイトを取り扱っている業者がござ

いまして、そちらにそういった選手はいな

いかという情報を収集しているところでご

ざいます。 

 まだ選手と直接コンタクトを取っており

ませんし、そういった選手が来られるかど

うかというのは、これから調整した中で協

議をしていきたいと思っていますが、まず

は、そういった候補を挙げながら、実行委

員会に諮ってまいりたいと考えておりま

す。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） ２０７ページ、体

育施設費、ＰＣＢ廃棄物収集運搬業務委託

料４４万円について、委託内容及び積算根

拠について御説明をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興主

幹。 

○スポーツ振興主幹（浅野謙司君） 御答

弁申し上げます。 

 ＰＣＢ廃棄物収集運搬業務委託料でござ

いますが、ＰＣＢ廃棄物処理につきまして

は、平成３０年度に実施しましたスポーツ

センターの耐震改修工事の際に、処理が必

要な高濃度ＰＣＢ含有の安定器１７０キロ

グラムが確認され、現在、スポーツセンタ

ー電気室で適正に保管しておりますけれど

も、処理期限である令和３年度中に処理す

ることが法的に義務づけられていることか

ら、予算計上させていただいたところでご

ざいます。 

 廃棄物処理につきましては、予算書の２

０７ページにある屋内体育施設維持管理事

業の手数料５７７万３,０００円のうち、５

２３万６,０００円をＰＣＢ含有安定器廃棄

処分費用として計上させていただいており

ますが、業務委託料の４４万円につきまし

ては、国が指定する室蘭市の処理施設まで

の運搬に必要な経費でございまして、処理

施設への運搬、入門を許可された指定業者

に運搬を依頼することとしております。 

 委託の内容につきましては、指定の容器

に入れ、専用の車両で室蘭市までの運搬業

務でございまして、指定業者からの見積り

を参考に、以下のとおり積算しておりま

す。 

 まず、収集・運搬費が３３万円、容器使

用料が２万円、法定備品費が２万円、人件

費が３万円、消費税が４万円の計４４万円

となっております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） ただいま主幹から

説明がありましたが、平成３０年度に実施

したスポーツセンターの耐震改修工事で、

高濃度ＰＣＢ含有安定器が１７０キログラ

ム確認され、現在まで電気室で適正に保管

しているとありますけれども、高濃度であ

れば、どのように保管されていたのか、安

全上、本当に問題はないのか、その点につ

いて御説明をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興主

幹。 

○スポーツ振興主幹（浅野謙司君） 御答

弁申し上げます。 

 保管方法につきましては、電気室に保管

しておりまして、万が一漏れても安全、適
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正に保管できるように、容器に入れて保管

しております。また、毎年、振興局に保管

状況の届出をしておりまして、適正に保管

しているところでございます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） 令和３年度が法的

な処理期限ということは分かりますけれど

も、先ほど御説明のあったように、処分費

用として手数料を含めると５６７万６,００

０円かかるということでありますが、もう

ちょっと早めに対応できなかったのか、見

解をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興主

幹。 

○スポーツ振興主幹（浅野謙司君） 御答

弁申し上げます。 

 おっしゃるとおり、見つかった時点で早

急に処理する方法も当然かと思います。 

 ただ、現在、スポーツセンターの電気室

で使用しておりますトランスが１台ござい

まして、それについても低濃度のＰＣＢが

含有されているという診断を受けていると

ころであります。そちらにつきましては、

処理期限が令和９年３月３１日までとなっ

ておりますので、できれば低濃度と合わせ

て処理をできればと考えていたところでし

たが、先ほど言いました安定器につきまし

ては、昨年６月に処理をするための登録を

するために、再度メーカーに問合せをした

ところ、高濃度であったということが分か

りまして、今回、処理するということで計

上させていただいたところでございます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 これで、１０款教育費を終わります。 

 次に、１１款公債費、２１２ページから

２１３ページまでの質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、１１款公債費を終わります。 

 次に、１２款職員給与費、２１４ページ

から２１５ページまでの質疑を許します。 

 ７番馬場博美さん。 

○７番（馬場博美君） ２１５ページ、職

員給与費、会計年度任用職員報酬１億９,９

５９万８,０００円についてですけれども、

特別支援学級支援員の各学校への配置人数

について、説明をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（遠藤 明君） 御答弁申

し上げます。 

 各学校への配置人数につきましては、以

下のとおりとなってございます。 

 美幌小学校７名、東陽小学校と旭小学校

は各６名、美幌中学校と北中学校は各２名

の合計２３名となっております。 

 以上であります。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） 各学校のそれぞれ

の対象となる児童生徒数は何人なのか教え

ていただきたいということと、例えば、こ

の支援員の配置基準みたいなものがあるか

どうか、この２点をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（遠藤 明君） 御答弁申

し上げます。 

 まず、１点目の対象児童生徒数です。 

 美幌小学校が合計で４０名、東陽小学校

は３８名、旭小学校は３１名、美幌中学校

が１７名、北中学校が１４名でございま

す。 

 資格等は特にございませんが、現在勤務

されている方の確認を取りましたところ、

保育士、幼稚園教諭、介護福祉士等の資格

を持っている方もいらっしゃる状況でござ

います。 

 また、配置基準も特に設けてございませ

ん。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり
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ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、１２款職

員給与費を終わります。 

 次に、１３款予備費、２１６ページから

２１７ページまでの質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、１３款予備費を終わります。 

 以上で、一般会計歳出の質疑を終わりま

す。 

 暫時休憩をします。 

 再開は、１５時１０分といたします。 

午後 ２時４９分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ３時１０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 引き続き、令和３年度美幌町一般会計予

算についての質疑を行います。 

 次に、歳入に入ります。 

 歳入は、一括して２０ページから７９ペ

ージまでの質疑を許します。 

 ３番大江道男さん。 

○３番（大江道男君） ６７ページで、ふ

るさと寄附金６,０００万円が計上されてお

ります。これを含めてになるかと思います

が、今後の増収対策について伺います。 

○議長（大原 昇君） 政策主幹。 

○政策主幹（後藤秀人君） 御回答いたし

ます。 

 本町の返礼品ランキングの上位は農産物

となっておりますが、農産物を返礼品登録

している観光物産協会での取扱数量には限

りがありまして、寄附額が伸び悩んでいる

一因となっておりました。 

 そこで、令和２年度から、農業協同組合

と観光物産協会の連携によりまして、農産

物の品種及び取扱数量の増加を図るととも

に、観光物産協会には、新たに有機野菜等

の返礼品登録をいただくなど、本町の特徴

でもある農産物の返礼品の充実を図ってま

いりました。 

 その結果、返礼品につきましては、現在

準備中のものも含めまして、計１８２商

品、返礼品取扱事業所は計１７事業所が登

録される予定でございます。 

 また、本年３月末の完成に向けて作成し

ているふるさと寄附金特設サイトでは、町

の紹介、返礼品の紹介、事業所の紹介、寄

附金の使途のページを設け、各寄附サイト

への誘導を図ることとしておりますが、寄

附サイトでは伝え切れない生産者の商品に

対する思いやストーリー、さらに寄附金の

使い道などをしっかりと丁寧に伝えること

によりまして、本特設サイトを通じて、美

幌町のファンの拡大を図っていきたいと考

えております。 

 これらの取組のほか、寄附サイトを２社

から５社へ増やしたことや、新規返礼品と

して、レンタルキャンピングカーの利用チ

ケットや空き家管理サービスの登録など、

物以外のサービス提供も含めて、様々な取

組を進めてきております。 

 ふるさと寄附金特設サイト中の商工会議

所会頭と町長の対談の中でも、返礼品だけ

で勝負するのではなく、充当事業を含めた

企画力をさらに前面に押し出すべきとの内

容もあったことから、現在、ガバメントク

ラウドファンディングの活用につきまして

も検討しているところです。 

 今後につきましても、現在作成中のふる

さと寄附金特設サイトを核とするほか、令

和２年度までに実施してきました取組を活

用しながら、ふるさと寄附金の増収を図っ

ていきたいと考えておりますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） 一生懸命努力をさ

れているという様子は十分に見て取れます

が、私は内容がよく分からないのです。現

在、ガバメントクラウドファンディングの
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活用を検討しているということですが、片

仮名ではなくて、分かりやすい言葉でご紹

介いただければと思います。 

○議長（大原 昇君） 政策主幹。 

○政策主幹（後藤秀人君） ただいまの御

質問でございますが、ガバメントクラウド

ファンディングという一つの単語になって

おります。ガバメントは政府とか自治体の

ことを指しておりまして、プロジェクトに

対して皆様から資金をいただくことをクラ

ウドファンディングと言います。 

 そのガバメントクラウドファンディング

ですけれども、今、我々自治体が挑戦しよ

うとしておりますのは、歳出で御説明した

のですが、２２０万円の予算を組んで食の

イベントを計画しているところでございま

すが、そちらの財源の半分の１００万円に

ついて、今回、ガバメントクラウドファン

ディングで挑戦してみようという考えで

す。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） 担当としても、町

としても、ふるさと寄附金を集めるという

ことでは相当知恵を絞っておられると思い

ます。その限りでは、美幌町の発展のため

に役目は果たされていると思います。 

 同時に、美幌町だけではないと思うので

すけれども、紋別市では年度末に１３０億

円を超えるのではないか、また、根室市で

も同じような話がされています。そこで、

美幌町も同規模ですが、２００分の１、努

力して努力して確保できる水準が０.５％程

度というのは、関わっている者としては我

慢ならないというレベルではないかと思う

のです。桁が二つも違うので、そこはどう

なのかということを議論されるべき段階に

来ているのではないかと思います。 

 一般質問ではないですが、そういう感想

を現時点で持っています。町長が予算を編

成するに当たって、同じような悩みを抱え

ている首長と思いが共通しておられると思

うのですが、取りあえず、６,０００万円の

新年度予算を計上しておられるので、今の

ご感想だけはお聞きしておきたいと思いま

す。いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 政策主幹。 

○政策主幹（後藤秀人君） 先ほどの答弁

で漏れていたところがありました。 

 ガバメントクラウドファンディングと通

常の寄附金の違いですが、ガバメントクラ

ウドファンディングは、納税者が政策を選

んでいきます。一方、通常のふるさと寄附

金につきましては、ある意味、商品で選ん

でいくということです。今言われた紋別市

や根室市は、もともと海産物が地場産品で

あり、全国の納税者につきましては、海産

物に魅力を感じているということですか

ら、今、本町の魅力である農産物に力を入

れて、どんどんアピールしていこうという

ことで、令和２年度から徹底的に商品を増

やしたり返礼品を増やしたりしています。 

 ただ、そこでも勝負していくのですけれ

ども、政策立案で勝負していったほうがい

いのではないかと考えております。この

先、この制度がいつまで続くか分かりませ

ん。こんな状況が続いていいのかという感

想もありますが、そこは、本町の強みとい

うか、企画立案力を鍛えていかなければな

らないと担当では考えておりまして、来年

度、難しい部分はあるかもしれないですけ

れども、クラウドファンディングに挑戦し

てみようと考えているところでございま

す。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 私からは、６９ペ

ージの２０款繰入金、財政調整基金繰入金

１億６,５６９万４,０００円について質問

します。 

 町の総予算に対して、財政調整基金は

何％程度あればいいと考えているのか、ま
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た、今後どのように運用されていく予定な

のか、お示しください。 

○議長（大原 昇君） 財務主幹。 

○財務主幹（中尾 亘君） 木村議員の御

質問に答弁させていただきます。 

 まず、１点目は、町の総予算に対して財

政調整基金は何％程度あればいいのかとい

うことでございますが、財政調整基金の考

え方につきましては、まず、大規模災害が

発生した場合において、国等から財源が入

ってくるまでの間の避難所等の運営経費の

見合い分で、取り急ぎ、町の財源で対応す

る部分が大きく考えられます。 

 二つ目は、地方財政法第４条の３に定め

ます年度間の財源調整ということで、翌年

度以降における財政の健全な運営に資する

ため、積み立てなければならないと規定さ

れているものでありますが、明確にされて

いないのが現状でございます。 

 平成２９年に総務省が調査しました全国

の市町村における財政調整基金への積立て

における考え方でございますが、決算状況

を踏まえ、可能な範囲で積立てを行うと回

答した市町村が全体の８割、標準財政規模

の一定割合を目標に積立てを行うと回答し

た市町村が残り全体の２割、さらに、一定

割合と回答した市町村の８割が標準財政規

模の５％から２０％の範囲で積立てを行っ

ているという結果になっております。 

 仮に、令和２年度の美幌町の標準財政規

模でありますが、約６８億円でございます

ので、１５％であれば１０.２億円、２０％

であれば１３.６億円となりまして、令和２

年度末財政調整基金の予定残高１５.９億円

につきましては、担当としては適正な範囲

内であると考えております。 

 続きまして、２点目でございますが、今

後どのように運用していく予定なのかとい

う質問でございます。 

 今後の運用についてでございますが、さ

きに中期財政試算でお示ししましたよう

に、基金残高は、今後、年々減少する見通

しでございます。歳入におきましては、交

付税措置の高い地方債の活用や、ふるさと

納税などの自主財源の確保に努めるととも

に、歳出におきましては、事業の優先度、

緊急度を判断しながら、事業の選択と効率

化を行いながら、収支バランスの取れた財

政運営の実現に努めてまいりたいと考えて

おりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 町の予算に対して

の基金の割合、その考え方はある程度理解

いたしました。 

 美幌町は、標準財政規模から見て２０％

以上ということで、現状は適正というお話

でしたが、先ほど御答弁いただきましたと

おり、これから財調もどんどん減っていく

という形になっていくと思います。前年も

そうでしたが、例年、１億６,０００万円か

１億７,０００万円ぐらいを基金として積立

てというか、繰入れされていると思うので

すけれども、毎年の繰入金額の基準は町と

して設けているのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 財務主幹。 

○財務主幹（中尾 亘君） 毎年の予算編

成の段階におきまして、特段、幾らという

基準は設けていない中で、まずは財政運営

計画に定める基金の繰入額の財調、公共、

減債、こちらを超えないような範囲で、町

長以下で協議しながら最終的な繰入額の決

定をしている状況にあります。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 再確認ですけれど

も、今回、１億６,５００万円の繰入金とい

うことで、一応は計画しながら、この金額

は繰入れしたいと考えて決めているという

ことでよろしいですか。 

○議長（大原 昇君） 財務主幹。 

○財務主幹（中尾 亘君） 当初予算にお

いては、この額を協議しながら決めたもの
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であります。ただ、過去の実例からいきま

すと、平成２１年度以降、当初で財政調整

基金を繰入した後、決算においては、今、

全て戻っています。今後、３年後、４年後

は非常に厳しくなると思いますが、当初予

算で２億円弱の繰入れをしながら、決算で

は戻っている状況にありますので、今年も

協議をして、１億６,５００万円という形で

決定しました。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 以上で、歳入の質

疑を終わります。 

 これで、議案第２９号令和３年度美幌町

一般会計予算についての質疑を終わりま

す。 

 暫時休憩します。 

 再開は、１５時２７分といたします。 

午後 ３時２６分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ３時２７分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 議案第３０号令和３年度美幌町国民健康

保険特別会計予算について、歳入歳出一括

して質疑を許します。 

 ３番大江道男さん。 

○３番（大江道男君） ２９１ページ、国

民健康保険税に関わって、国保加入者のう

ち、未就学児及び１８歳以下の人数につい

てお知らせいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 医療給付担当主

査。 

○医療給付担当主査（早坂トシ君） 大江

議員の御質問にお答えいたします。 

 未就学児及び１８歳以下の加入者の人数

は、記載にあります表のとおりです。 

 平成３０年度、１８歳以下は５３２人、

うち未就学児は１４８人、平成３１年度、

１８歳以下は５１６人、うち未就学児は１

３３人、令和２年度、１８歳以下は４８１

人、うち未就学児は１１５人となっており

ます。 

 以上、御説明いたしましたので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） 表をお示しいただ

きましたが、特に未就学児が１４８人か

ら、今年度、１１５人に大きく減ってきて

いるのが見て取れます。 

 地方は、人頭割的な要素のある子供の均

等割について、重い腰を上げて、来年度か

ら未就学児については何とかしたいという

方向が出されようとしているのですが、多

分、１８歳以下も含めて、その声はもっと

もっと強まっていくのだろうと思います。 

 そういうことを想定しまして、美幌町と

しても、厳しい財政の中で、今は単独措置

はできない状況にあるという答弁が過去に

ありましたが、この推移をしっかり見なが

ら対応していきたいということで、数値を

出していただきました。 

 取りあえず、状況は分かりました。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

 ３１６ページ、特定健診受診率向上支援

等共同事業負担金６８５万４,０００円につ

いて、具体的な活動内容をお聞かせいただ

きたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 医療給付担当主

査。 

○医療給付担当主査（早坂トシ君） 坂田

議員の御質問にお答えいたします。 

 事業概要についてですが、特定健診の受

診率の向上が北海道全体の課題となってい

る中で、北海道国保連合会が共同事業で行

うことにより、効果的、効率的に事業を推

進し、道内市町村の受診勧奨業務のマンパ

ワー不足の支援を行うことで、北海道全体

の受診率向上を目指すものです。 

 具体的な事業内容の基本事業は、特定健

康診査受診率向上支援事業として、過去の
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受診歴、生活習慣などのデータを人工知能

が解析し、４種類の健康意識に分類し、別

添資料の「Ｂ:心配性さん」と「Ｄ:面倒く

さがりやさん」の見本通知のような効果的

な勧奨通知を送ります。 

 その他、オプション事業として、リピー

ト受診予約、通院歴あり未受診者対策、重

症化予防などの事業があります。こちらの

事業も、健診データとレセプト情報により

対象者を分析し、効果的な勧奨通知を送り

ます。 

 以上、御説明いたしましたので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） 事業内容につ

いては分かりました。 

 一つお聞かせいただきたいのは、道と共

同で進めていることは理解しましたけれど

も、いろいろなデータを作るために、これ

は市町村でやっているのか、支援事業とし

て、どこが中心になってやっているのか、

私には分かりづらかったところがありまし

たので、もう少し具体的にお聞かせいただ

ければありがたいです。 

○議長（大原 昇君） 医療給付担当主

査。 

○医療給付担当主査（早坂トシ君） 北海

道が主体となって行う事業になっておりま

して、実際には、北海道が民間会社に委託

をして分析を行うようになっております。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄

子。 

○１０番（坂田美栄子君） それは分かり

ましたが、道でそういう調査をして、各市

町村がそれを実施していくという理解でよ

ろしいのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 医療給付担当主

査。 

○医療給付担当主査（早坂トシ君） 国保

連合会で持っているレセプト情報、健診デ

ータを使用して分析を行います。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、議案第３

０号の質疑を終わります。 

 議案第３１号令和３年度美幌町後期高齢

者医療特別会計予算について、歳入歳出一

括して質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、議案第３１号の質疑を終わりま

す。 

 議案第３２号令和３年度美幌町介護保険

特別会計予算について、歳入歳出一括して

質疑を許します。 

 １３番松浦和浩さん。 

○１３番（松浦和浩君） 介護保険特別会

計、保険料、介護保険料、第１号被保険者

介護保険料、現年度分３億８,８６８万３,

０００円ですが、令和３年度から改定とい

うことで、今回の第１５号議案で採択とな

るのですけれども、第１段階から第９段階

までの金額表に、第１段階から第３段階の

減額部分も記載されています。この第１段

階から第３段階について下げた根拠、そし

て、１から９までの平均値の積算根拠につ

いて質問したつもりですけれども、文章が

ないので、説明をお願いします。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（影山俊幸君） お答えいたし

ます。 

 所得段階区分別の被保険者数及び第１号

被保険者介護保険料の積算根拠につきまし

ては、賦課保険料額を記載させていただい

ております。第１段階１万８,７００円の保

険料年額から第９段階の１０万６,０００

円、こちらの所得段階区分別の被保険者数

は６,９４４人で、所得段階区分別の保険料

の１から９までの合計が３億９,０６３万

６,８００円、これに予定保険料の収納率９

９．５％を掛けまして、令和３年度の保険



－ 313 － 

料予算額を３億８,８６８万３,０００円と

させていただいているところでございま

す。 

 議員が御質問の１段階から３段階までの

減額部分の積算根拠ですけれども、消費税

が上がったことに伴い、１段階から３段階

で軽減賦課させていただいているところで

す。これは令和２年度から満度化された制

度ですが、今、そちらの金額の内訳を御用

意しておりませんので、申し訳ありません

が、後ほど回答させていただきたいと思っ

ております。 

 続きまして、１から９までの平均金額と

いう御質問でございましたけれども、第５

段階の基準額の算出の仕方についての御質

問かと思います。 

 こちらにつきましては、介護保険料の条

例改正をさせていただく際に、第１号被保

険者数を推計しておりまして、その推計を

基に、令和３年度から５年度までのサービ

ス費を出します。 

 その後、３年間の合計額を先ほどの第１

号被保険者の人数で割って１人当たりの金

額を出すのですけれども、その際に、介護

保険の基金を投入したり、国の調整交付金

を投入したりということで負担分が幾らか

下がりますが、そこに収納率等を割り返し

て年額の保険料を出します。それを１２か

月で割るのですが、１２か月で割る前の金

額が第５段階で６万２,４００円で、これが

基準額になっております。これに１段階か

ら９段階で乗ずる率が決まってございます

ので、それを掛けて１段階から９段階まで

ということで、６万２,４００円を１２か月

で割ると５,２００円という月額になりま

す。 

 よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） １３番松浦和浩さ

ん。 

○１３番（松浦和浩君） 前の議会のとき

に、第８期介護保険料の改定が決まり次

第、報告すると説明されていたのですけれ

ども、今回、このように平均値がどんどん

上がってきまして、サービス給付の関係で

も相当のお金が動いています。 

 そこで、前回聞いている中では、令和３

年度の１１月ぐらいには基金残高は５,００

０万円ぐらいになると思うのですけれど

も、その分を見越してやれば、今回、介護

保険料のかさ上げする金額をもう少し下げ

られなかったのかと思うのですが、基金を

どういう数字で見て、根拠はどこにあるの

か。令和３年度中に戻ってくる分を入れ

て、基金を２,０００万円か３,０００万円

取り崩せば値上げの率は下がったのではな

いかと思うのですけれども、その辺の計算

式はどのように考えたのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（影山俊幸君） お答えいたし

ます。 

 基金の関係ですが、第７期、平成３０年

度から令和２年度までの３年間に１,０００

万円を投入する計画としておりますが、第

８期、令和３年度から５年度までは４,４０

０万円を３年間で投入するという計画を介

護保険事業計画で策定させていただいてお

ります。 

 こちらの金額は、昨年１２月に介護保険

の補正予算を組ませていただきまして、そ

の基金残高をフルに使って４,４００万円と

いうことで、負担される方々の負担を最大

限軽減できるように計算しておりますの

で、御理解をお願いしたいと思います。 

 また、先ほど御質問の第１段階から第３

段階までの方々の負担の率については、第

５段階の基準額を１.０としますと、第１段

階が０.５、第２段階が０.７５、第３段階

が０.７５と政令で決まっています。こちら

が令和３年度になりますと、第１段階の０.

５が０．３、第２段階の０.７５が０.５、

第３段階が０.７５から０.７に軽減される

ということになってございますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） １３番松浦和浩さ
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ん。 

○１３番（松浦和浩君） 基金の流れは分

かりました。最後に確認だけです。 

 今の第１段階の０.３、第２段階の０.

５、第３段階の０.７というのは、美幌町独

自で低所得対策をしていい、これは適正な

率だということですか。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（影山俊幸君） こちらの軽減

率は、国で定められているものとなってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番岡本美代子

さん。 

○１１番（岡本美代子君） ３７６ペー

ジ、保険者機能強化推進交付金１００万円

について、交付金の内容及び前年度より１

００万円減になった理由についてと、どの

ような取組で交付されるのか。また、介護

保険保険者努力支援交付金の１００万円に

ついても評価の内容をお知らせください。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（影山俊幸君） お答えいたし

ます。 

 まず、保険者機能強化推進交付金でござ

いますけれども、自治体への財政的インセ

ンティブとしまして、町が行う高齢者の自

立支援・重度化防止等、様々な取組の達成

状況、こちらは評価指標の総合得点です

が、これに応じて交付される交付金でござ

います。 

 評価指標につきましては、一つ目がＰＤ

ＣＡサイクル体制等の構築、二つ目が自立

支援・重度化防止等に資する政策の推進、

三つ目が介護保険運営の安定化に資する施

策の推進でございます。 

 保険者機能強化推進交付金の減額理由に

つきましては、令和２年度当初予算では保

険者機能強化推進交付金に２００万円を計

上しておりましたが、令和３年度では保険

者機能強化推進交付金と介護保険保険者努

力支援交付金を分けて、それぞれ１００万

円ずつを一般介護予防事業に充当したとこ

ろでございます。 

 両交付金とも、要介護状態及び要支援状

態の予防、軽減、悪化の防止に係る事業を

交付対象としていますが、介護保険保険者

努力支援交付金につきましては、予防・健

康づくりの事業費を増加させるか、新規事

業の取組を行っている場合が交付要件とな

ってございます。 

 もう一つの介護保険保険者努力支援交付

金の評価指標でございますが、強化推進交

付金と同様の評価にて交付される交付金で

ございますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） １１番岡本美代子

さん。 

○１１番（岡本美代子君） 何点か再質問

いたします。 

 まず、介護保険に対する国からの補助金

ということですけれども、評価指標、総合

得点とありますけれども、その評価はどの

ランクだったのでしょうか。例えば、ラン

ク別に分かれているのか、その中の評価が

どうだったのかをまずお聞きします。 

 それから、評価指標のＰＤＣＡサイクル

という言葉について、前に説明を受けてい

たかもしれませんけれども、再度説明して

いただきたいと思います。 

 また、この交付金の上限は１００万円な

のか、それとも、頑張ればもっともらえる

のか、その辺もお知らせください。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（影山俊幸君） ただいまの御

質問でございますけれども、まず一つ目

は、どのようなランクかということでござ

います。美幌町の評価でございますが、町

で先ほどの三つの指標に基づき、細かく分

かれている指標を記入し、そちらを国に提

出し、評価が決まってきます。 

 令和元年度、平成３１年度の美幌町の評

価になりますが、北海道内１７９市町村

中、強化推進交付金が１０５位、努力支援

交付金が１０８位となってございます。 



－ 315 － 

 続きまして、ＰＤＣＡサイクルの内容と

いうことでございますが、例えば、ＰＤＣ

Ａサイクルの活用による保険者機能の強化

に向けた体制等の構築では、国のシステム

を活用して他の保険者と比較するなど、当

該地域の介護保険事業の特徴を把握するも

のや、第８期の計画作成に向けた各種調査

を実施しているということが例示されてい

ます。 

 二つ目の自立支援・重度化防止等に資す

る施策の推進ですが、地域包括支援センタ

ーの体制充実による適切な包括的支援事業

を実施しているかどうかということが挙げ

られます。 

 三つ目は、介護保険運営の安定化に資す

る施策の推進でございますけれども、ケア

プラン点検の実施などが挙げられておりま

す。 

 ３点目の御質問ですが、上限は幾らかと

いうことでございます。 

 例えば、令和３年度の強化推進交付金と

努力支援交付金の国の交付見込額が実際に

来ていまして、美幌町の場合は、強化推進

交付金が３０６万３,０００円、努力支援交

付金が２８１万４,０００円を交付するとい

うことで、見込みではありますが、通知が

来ております。 

 なぜこの金額をそのまま予算化しないの

かということですけれども、国の通常の交

付金なり補助金なりですと、対象事業費が

ございまして、その対象事業費に対して国

へ報告して、補助率に応じた金額をいただ

けるという流れになろうかと思います。こ

ちらは、評価を基に国の予算の中であてが

って交付してくる金額となっていますの

で、町の介護予防などの事業に対して充当

する部分は、努力支援交付金は特にそうな

のですが、平成３１年度にできた制度でご

ざいまして、どのような内容になるかとい

う情報が少なかったということです。 

 訂正させていただきますが、これは令和

２年度からの交付金になってございます。 

 なかなか情報がなくて、先ほども説明さ

せていただいておりますけれども、新規事

業とか増額する事業に対しての交付金とい

うことで、どういった事業が当てはまるの

かというところを探っていく関係もあり、

ここについて全額充当することがなかなか

できなかったという実情がありますので、

ご理解いただければと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番岡本美代子

さん。 

○１１番（岡本美代子君） 介護を受ける

者がこれからどんどん増えていく中で、い

かに介護認定を受けないように住民が頑張

るかということにもつながると思います。

今年、頑張れば５００万円以上になるので

すね。これを頑張ることは、住民にとって

もいいことだと思いますので、ぜひ頑張っ

ていただきたいと言うのはおかしいですけ

れども、予防とか、そういう事業を一生懸

命やっていただきたいと思います。 

――――――――――――――――――― 

◎会議時間延長の議決 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

 もはや４時近くになりましたが、あらか

じめ会議時間の延長をいたしたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

――――――――――――――――――― 

◎会議時間延長の宣告 

○議長（大原 昇君） したがって、あら

かじめ会議時間の延長をすることに決定し

ました。 

――――――――――――――――――― 

○日程第２ 議案第１３号から 

      議案第３６号まで 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） ３９３ページか

ら３９６ページ、保険給付費１８億８,１４
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９万３,０００円の前年度決算見込みとの比

較による増減について、御説明いただきた

いと思います。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（影山俊幸君） お答えいたし

ます。 

 詳細につきましては、別添資料のとおり

でございます。 

 令和３年度予算につきましては、令和３

年度から５年度の第８期介護保険事業計画

の計画値に基づいて計上してございます。 

 前年度決算見込額との比較による主な増

減理由でございますが、居宅介護給付事業

につきましては、通所介護、デイサービス

と通所リハビリテーションの利用者が増え

ることにより増額となってございます。 

 施設介護サービス給付事業につきまして

は、入所者の介護度が高くなること及び住

所地特例者が増えること、並びに介護医療

院の利用者が増えることを見込み、増額と

なってございます。 

 その他給付につきましては、特定入所者

介護サービス給付は、法改正によりまし

て、食費及び居住費の利用者負担が増える

ことにより減額となってございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） 全体として、利

用者が増えることでの増というのは分かり

ました。 

 その他給付費の中の特定入所者介護サー

ビス給付について、法改正により食費及び

居住費の利用者負担が増えることによって

予算が減額になるのは分かるのですが、食

費とか居住費が何％くらい上がったのか、

それぞれ介護度によって違うと思いますけ

れども、そのパーセントがもし分かれば教

えてください。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（影山俊幸君） お答えいたし

ます。 

 特定入所者介護サービス給付費につきま

して、割合の計算はしておりませんが、令

和３年度８月から施行される見込みという

ことで、決定の通知がまだ来ていないた

め、変わる可能性はあるのですけれども、

参考までにお知らせいたします。 

 特別養護老人ホームの多床室の場合です

が、食費の１日当たりの本人支出額という

ことで、今は第３段階の低所得者に対する

軽減をさせていただいておりまして、第３

段階の低所得者の方々は４段階に増えるよ

うな内容になってございます。 

 第１段階が３００円ということで、これ

は１日当たりの食費は変更ございません。

第２段階が３９０円から６００円で２１０

円の増です。第３段階が二つに分かれまし

て、６５０円から１,０００円で３５０円の

増です。二つ目は、６５０円から１,３００

円で６５０円の増額ということで、これを

超える方については変更はありません。そ

ういった内容になっておりますので、よろ

しくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １３番松浦和浩さ

ん。 

○１３番（松浦和浩君） 今の上杉議員と

同じ箇所の保険給付費のところです。 

 僕の質問は後半のほうかと思うのですけ

れども、７ページと８ページで、上杉議員

と僕がお願いしたところは若干違うのです

けれども、気になる箇所は、通所介護、通

所リハビリテーションの部分が、令和２年

の見込みより相当増えているということ

と、６ページの下に「介護老人保健施設の

入居者が減ることによる」という文面があ

ります。令和２年の予算より３,０００万円

ほど見込額が下がっているのですけれど

も、今の２か所は、どのような推移でこの

ようなカウントになるのか、今の状況等を

お願いします。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（影山俊幸君） ただいまの御

質問でございますけれども、前年度の当初
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予算比較による増減理由と前年度の実績見

込みについてという御質問かと思います。 

 令和２年度の通所リハビリテーションが

増えているという御質問と共通するのです

けれども、議員が御存じのように、第７期

の計画数値を基にして予算化をしておりま

して、令和２年度は第７期のときの金額と

いうことで予算化をしてございます。 

 今回の令和３年度の金額につきまして

は、第８期でそういった実績等を見込みな

がら推計して計上してございますけれど

も、３年前の第７期の計画を策定した段階

とのタイムラグも一部あるのかなと感じて

おります。 

 また、介護老人保健施設につきまして

は、入所者が減ることによる減額となって

おりますけれども、第８期の計画では、施

設を利用される人数が減っているというこ

とで、その実績に基づいた計画値となって

ございますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） １３番松浦和浩さ

ん。 

○１３番（松浦和浩君） 第７期の経過の

中で数値に差があったということですけれ

ども、第７期の計画がどうだったのか今は

遡りませんけれども、町民の負担が発生す

る介護保険なものですから、第８期ではそ

の部分に十分気をつけて数字をつくったの

かなと解釈します。 

 今の介護老人保健施設は、利用者が減る

ということですが、なぜ施設を使う方が減

るということが分かるのでしょうか。今

後、高齢でもまだまだ元気な方がいて、施

設を使う方が減るのかもしれませんけれど

も、減ると書かれてしまうのはどうなのか

と思ったのですが、何か要因があるのかど

うか。 

 これは、介護保険制度の今後の行き先

や、美幌町の介護保険制度がどうなのかと

いう検証が必要だと思うのですが、なぜ施

設を使う人が減ると言い切れるのか、お願

いします。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（影山俊幸君） ただいまの御

質問でございますけれども、重ねての説明

になろうかと思いますが、理由としては、

近年、減っているという実績がまず一つご

ざいます。この実績に基づいて、第８期の

介護保険事業計画を策定していますが、な

ぜかという理由については、いろいろな見

方ができると思うのですけれども、はっき

りとしたところをお示しするのはなかなか

難しいと考えておりますので、ご理解をい

ただければと思います。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） 介護予防・生活

支援サービス等費の５,９００万円について

質問していましたが、増減理由が分かりま

したので、省略したいと思います。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） ４００ページ

の認知症初期集中支援チーム委託料７８万

３,０００円について、委託の具体的な内容

を説明願います。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（影山俊幸君） お答えいたし

ます。 

 介護保険法に基づき認知症初期集中支援

チームの設置が義務づけられている事業で

ございまして、美幌町は、平成３０年４月

から、北見赤十字病院、これは認知症疾患

医療センターでございますけれども、こち

らへの業務委託により取り組んでございま

す。 

 具体的には、専門職で構成する支援チー

ムが、医療や介護につながっていない認知

症が疑われる人、または認知症本人やその

家族を訪問いたします。その後、認知症の

専門医、これはサポート医とも言いますけ

れども、こちらによる鑑別診断等を踏まえ

た観察、評価を実施した後、医療機関の受
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診や介護サービス利用の支援、あるいは認

知症の状態に応じた助言等により、安定的

なサービス支援につなげる取組を行ってご

ざいます。 

 なお、認知症サポート医につきまして

は、平成３１年度まで北見赤十字病院へ委

託していたところですが、資格を取得され

たことから、令和２年度より平間医院へ、

また、認知症看護認定看護師及び精神保健

福祉士につきましては、引き続き北見赤十

字病院へ委託をしております。 

 チーム構成としましては、認知症サポー

ト医、認知症看護認定看護師、精神保健福

祉士、保健師、社会福祉士となってござい

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） 活動内容につ

いては理解したところですが、北見赤十字

病院へ委託しているところと、平間医院だ

けでこういう活動をされるわけではないと

思うのですけれども、今後、北見赤十字と

どのような連携を取りながら活動していく

のか、その内容について、具体的に説明で

きるものがありましたらお願いしたいと思

います。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（影山俊幸君） ただいまの御

質問でございますけれども、令和３年度に

おきましては、平間医院に認知症サポート

医を委託させていただきます。認知症看護

認定看護師につきましては、北見赤十字病

院に委託させていただきます。 

 どういった内容かということですが、手

順としましては、まず、地域包括支援セン

ターに高齢者の方々の情報が来ますので、

認知症が疑われる方についての抽出等の作

業をしていただきます。 

 その中で、基本的に地域包括支援センタ

ーよりアプローチしていただきまして、病

院受診を促すのですけれども、受診へとな

かなかつながらないケースがあります。そ

うしたときに、北見赤十字病院の認知症看

護認定看護師を本町に呼びまして、職員と

一緒に、２日置きとか１週間置きに訪問し

て状況を確認し、この情報を基にして認知

症サポート医の先生に評価していただくこ

とになります。これを最初と中間と終結ま

で結びつけるように繰り返しまして、最終

的には医療機関なりに結びつけるという流

れになりますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） 取組内容につ

いては分かりました。 

 ただ、このサポートをするに当たりまし

て、地域包括支援センターが中心になって

活動するのか、訪問するとなると結構大変

な話かと思っていますので、今後、訪問を

含めて、活動状況はどういう流れになって

いくのか、説明できるものがありましたら

お願いします。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（影山俊幸君） ただいまの御

質問でございますけれども、基本的には地

域包括支援センターで認知症看護認定看護

師の方と、もしくは単独、様々なケースの

方々がいらっしゃいますので、時には町の

職員も一緒にということもございますけれ

ども、基本的には包括で動いていただく状

況になっています。 

 繰り返しになりますけれども、その中で

医師の方を交えながら、またチームの方々

にお集まりいただいて、評価して対応を考

えていくという流れになってございますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） 同じく４００

ページのケアプラン点検業務委託料６７万

１,０００円の具体的な内容について説明願

います。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 
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○福祉主幹（影山俊幸君） お答えいたし

ます。 

 提供される介護サービスがそれぞれの利

用者の能力に応じた自立を支援するものと

なっているか、また、事業者による不正、

不適切なサービス提供が行われていないか

などといった観点から保険給付の適正化の

ために実施するものでございまして、介護

支援専門員が作成した居宅介護サービス計

画などの記載内容について、点検及び指

導、支援を業務委託により行うものとなっ

てございますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） この事業も地

域包括支援センターが中心になると理解し

てよろしいのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（影山俊幸君） ただいまの御

質問でございますけれども、こちらの委託

先は、地域包括支援センターではなくて、

道内に数が限られてございますが、今のと

ころ、札幌市内の委託業者などの選定を考

えてございますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） 同じく４００ペー

ジ、配食事業運営委託料３６２万７,０００

円について、委託の具体的な内容及び積算

根拠をお示し願います。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（影山俊幸君） お答えいたし

ます。 

 委託先につきましては、美幌町社会福祉

協議会です。 

 業務目的につきましては、おおむね６５

歳以上の独り暮らしや夫婦などの世帯で食

事を作ることが困難な高齢者等に対しまし

て、自宅へ夕食を配達することで、栄養の

保持、安否の確認を行い、高齢者等の自立

生活を支援し、在宅福祉の向上を図ること

を目的とするものでございます。 

 業務内容につきましては、毎週３回、月

曜日、水曜日、金曜日、ただし１２月３１

日から翌年の１月５日までは除きますけれ

ども、毎週３回を原則として、曜日ごとに

３事業所が作成した夕食を自宅へ配達し、

安否の確認を行うものとしてございます。 

 委託料の積算内訳ですが、まず一つ目が

配食代１７８万８００円、二つ目が運転手

代１２６万円、三つ目が車両燃料費３台分

で１２万円、四つ目が備品購入費で１０万

円、五つ目が事務費３６万６,０００円とな

っております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） 積算根拠は分かり

ました。 

 この中で、運転手代が月７０回出ており

ますけれども、運転手以外の人も同乗して

一緒に配食に当たっていると聞いていま

す。その方の代金が入っていないのですけ

れども、それはどうしてなのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（影山俊幸君） ただいまの御

質問ですけれども、配食をしていただいて

いる運転手に対しては、一部、報酬を支給

しますが、実際に高齢者の方々に対して配

食する方々は無償のボランティアというこ

とで従事していただいておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） 運転手と実際に配

食される方に差があるのは納得できないと

いうわけでもないですけれども、社協側の

積算なのか、町側でこういうふうにお願い

したいということなのか、そこをお願いし

ます。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（影山俊幸君） ただいまの御
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質問でございますけれども、こちらは町か

らの委託事業でございますので、もちろん

社会福祉協議会とは打合せをしながら進め

ていますが、委託内容につきまして、過去

のいきさつは定かではございませんが、現

段階では配食については無償とさせていた

だいております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、議案第３

２号の質疑を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎延会の議決 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

 本日の会議は、これで延会いたしたいと

思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、本日は、これで延会するこ

とに決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎延会宣告 

○議長（大原 昇君） 本日は、これで延

会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

       午後 ４時１６分 延会   
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